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鉄
道
事
故
と
ネ
グ
リ
ジ

ン
ス
責
任
の
形
成

エ

河

継

野

良

考
察
の
視
角
と
対
象

近
代
社
会
に
お
い
て
、
過
失
責
任
主
義
は
法
の
根
本
原
則
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
市
民
社
会
に
お
い
て
、
全
て
の
人
聞
は
自
由
意

思
を
有
す
る
一
律
の
法
人
格
で
あ
り
、
自
己
の
責
任
の
下
、
活
動
の
自
由
が
保
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
通
常
人
と
し
て
の
注
意
さ

え
払
え
ば
損
害
賠
償
の
恐
れ
な
し
に
自
由
に
活
動
で
き
る
が
故
に
、
過
失
責
任
主
義
は
こ
の
私
人
の
自
由
活
動
を
裏
面
か
ら
保
障
す
る

（

l
v
 

機
能
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
代
と
過
失
責
任
主
義
の
相
E
関
係
に
つ
い
て
、
法
学
者
は
単
に
、
近
代
市
民
社
会

理
念
の
保
障
装
置
と
し
て
過
失
責
任
主
義
を
捉
え
る
と
い
う
純
朴
な
想
定
を
抱
い
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
、
過
失
責
任
が
近

代
市
民
社
会
の
一
般
原
則
と
な
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
法
的
責
任
の
一
般
原
則
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に

関
し
て
、
英
米
園
の
研
究
者
は
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（
zom
－－m
g
B）
責
任
の
歴
史
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
議
論
を
交
わ
し
て
き
た
。
例

え
ば
、
ウ
ィ
グ
モ
ア

G
・国・
4
S
官
0
5）
や
ウ
ィ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド

9
・
国
・
毛
色
。
E
）
等
は
前
近
代
の
責
任
原
理
を
厳
格
責
任
と
位
置

（

2
）
 

づ
け
る
の
に
対
し
て
、
ホ
ー
ム
ズ
（
。
・
4
『・国

o
z
g）
は
、
責
任
基
準
は
主
観
的
な
精
神
状
態
を
基
準
と
す
る
も
の
か
ら
、
外
面
的
客

（

3
）
 

観
的
基
準
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
り
、
前
近
代
に
お
い
て
も
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
責
任
は
存
在
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
近
年
に
お
い
て
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は
、
ホ
1
ウ
ィ
ッ
ツ
（
戸
』
・
問
。
ヨ
官
）
が
、
近
代
化
以
前
の
不
法
行
為
の
帰
責
根
拠
は
厳
格
責
任
で
あ
っ
た
が
、
産
業
革
命
期
に
は

い
る
と
、
製
造
業
や
鉄
道
な
ど
の
新
し
い
産
業
の
経
済
発
展
を
保
護
し
、
事
業
や
設
備
投
資
を
促
進
さ
せ
る
た
め
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス

（

4）
 

へ
の
原
則
転
換
が
行
わ
れ
た
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
（
「
司
江

a
g
B）
も
、
厳
格

（
過
失
責
任
）

責
任
原
則
で
は
企
業
の
経
済
的
活
力
が
枯
渇
し
て
し
ま
う
と
一
九
世
紀
の
裁
判
官
た
ち
は
信
じ
て
い
て
、
彼
ら
は
賠
償
額
を
穏
当
な
額

に
制
限
す
る
た
め
に
、
不
法
行
為
責
任
を
通
常
の
注
意
基
準
へ
と
縮
小
し
た
、
と
主
張
し
て
い
る
。

一
方
、
シ
ュ
ウ
ォ

1
ツ（の・

ωnv’

者

EN）
は
、
鉄
道
会
社
の
よ
う
な
企
業
や
経
済
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
州
の
裁
判
所
で
は
支
持
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ホ
！
ウ
ィ
ッ
ツ
の
よ
う

（

B〉

な
不
法
行
為
法
の
原
則
転
換
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
彼
以
外
に
も
、
前
近
代
と
近
代
の
不
法
行
為
法
は
政
策
や
原

（

7）
 

理
の
面
で
連
続
性
を
有
し
て
い
る
と
主
張
す
る
者
も
い
る
。
更
に
、
ホ
ワ
イ
ト
（
の
・
開
・
当
E
Z）
は
、
法
内
部
の
理
論
上
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
転
換
に
よ
り
近
代
的
な
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
原
則
が
登
場
し
た
と
す
る
。
つ
ま
り
、

一
八
五

0
年
代
以
降
漸
次
令
状
シ
ス
テ
ム
を
主
体

と
す
る
旧
来
の
訴
訟
手
続
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
で
、
従
来
の
令
状
分
類
型
の
不
法
行
為
の
説
明
に
代
わ
り
「
概
念
主
義
」
法
学
型
の
不

（

8）
 

法
行
為
理
論
が
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

コ
モ
ン
・
ロ

1
上
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
関
す
る
一
致
し
た
見
解
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
英
国
で
は
今
日
の
と
こ
ろ
、

以
下
の
四
つ
の
要
件
を
満
た
し
た
時
に
適
用
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
（
一
）
注
意
義
務
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
状

況
で
あ
る
こ
と
、
（
二
）
被
告
が
不
注
意
で
あ
っ
た
こ
と
、
（
三
）
被
告
の
不
注
意
が
損
害
を
惹
起
し
た
こ
と
、
（
四
）
損
害
が
発
生
す
る
こ

（

9）
 

と
に
つ
い
て
被
告
が
合
理
的
に
予
見
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
責
任
が
一
つ
の
責
任
制

度
と
し
て
確
立
す
る
条
件
と
し
て
、
市
場
原
理
に
由
来
す
る
抽
象
的
主
体
の
観
念
の
登
場
と
、
リ
ス
ク
認
識
に
由
来
す
る
社
会
共
通
の

行
為
水
準
の
登
場
を
挙
げ
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
責
任
法
理
が
、
四
つ
の
要
件
を
満
た
し
た
形
で
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
近
代
社
会

（叩）

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
こ
う
し
た
意
味
で
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
責
任
は
近
代
社
会
に
固
有
の
法
原
理
で
あ
る
と
論
じ
て
き
た
。
さ
て
、
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本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
視
点
を
少
し
変
え
て
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
責
任
の
登
場
を
論
じ
て
み
た
い
。
先
述
の
不
法
行
為
責
任
の
歴

史
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、
産
業
革
命
に
よ
る
社
会
変
化
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
が
議
論
の
鍵
と
な
っ
て
い
た
。
産
業
革
命

に
よ
っ
て
責
任
に
関
す
る
法
は
変
化
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
従
来
の
法
伝
統
を
受
け
継
ぐ
形
で
現
代
に
ま
で
至
っ
て
い
る
の
か
。
筆
者

の
従
来
の
議
論
に
従
う
な
ら
、
産
業
革
命
は
責
任
原
理
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
ど
の
よ
う
に

変
化
し
た
の
か
、
そ
し
て
何
が
変
わ
り
、
何
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
非
常
に
複
雑
で
か
つ
膨
大
な
議
論
の
積
み

（

U）
 

重
ね
が
必
要
と
な
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

一
九
世
紀
、
特
に
産
業
革
命
が
進
行
し
て
い
た
一
八
三

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
ま
で
の
鉄
道
事
故
の
事
例
を

検
討
す
る
こ
と
で
、
僅
か
ば
か
り
で
は
あ
る
が
こ
の
問
題
と
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
い
。
鉄
道
と
い
う
前
近
代
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た

力
を
も
っ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
登
場
が
、
法
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
特
に
、
そ
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
内
在
す
る
リ
ス
ク
が

鉄道事故とネグリジェンス責任の形成

人
々
に
襲
い
か
か
り
損
害
を
与
え
た
場
合
に
、
法
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
か
。
そ
の
過
程
で
、
従
来
の
法
が
ど
の
よ
う
な
形
で
変

化
し
、
ま
た
は
残
存
し
て
い
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
鉄
道
以
前
の
主
な
交
通
手
段
で
あ
っ
た
馬
車
と
鉄
道
と
を
比
較
し
て
、
人
身
事

故
が
生
じ
た
場
合
の
、
馬
車
業
者
H
運
送
人
の
責
任
と
、
鉄
道
会
社
の
責
任
に
つ
い
て
、
法
、
特
に
法
を
司
る
裁
判
官
た
ち
が
ど
の
よ

う
に
判
断
を
し
た
の
か
を
分
析
し
て
、
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
そ
の
リ
ス
ク
を
法
が
認
識
、
受
容
す
る
過
程
を
考
察
す
る
も
の
で
あ

る
。
た
だ
、
考
察
に
際
し
て
、
以
下
の
点
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
ま
ず
第
一
に
、
事
例
を
英
国
の
判
例
に
限
定
す
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
鉄
道
時
代
が
い
ち
早
ぐ
到
来
し
た
の
は
、
世
界
で
初
め
て
産
業
革
命
を
迎
え
た
英
国
で
あ
っ
た
と
い
う
た
め
で
あ
る
。
そ
し

一
八
三
八
年
プ
ロ
イ
セ
ン
鉄
道
企
業
法
お
よ
び
七
一
年
ラ
イ
ヒ
責
任
法
で
、
鉄
道
会
社
の
無
過
失
責
任
（
危
険
責
任
）
を
規
定
し

（ロ）

た
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
英
国
は
鉄
道
事
故
賠
償
に
閲
す
る
特
別
制
定
法
を
有
さ
ず
、
判
例
法
に
よ
っ
て
議
論
が
進
展
し
た
た
め
、
責

（日）

任
原
理
に
対
す
る
裁
判
官
た
ち
の
認
識
と
そ
の
変
化
を
よ
り
子
細
に
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
で
も
あ
る
。
第
二
に
、
分
析

て、

（阪大法学） 52 (3・4-319)867〔2002.11〕



の
対
象
を
、
旅
客
の
人
身
事
故
に
限
定
し
、
鉄
道
労
働
者
の
事
例
を
は
ず
す
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
鉄
道
労
働
者
を
含
め
た
労
災
事
故

（

M）
 

事
例
に
つ
い
て
、
英
米
闘
で
は
近
年
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
第
三
に
、
例
え
ば
鉄
道
事
故
に
お
い
て
、
従
業
員
の
過
失
に
よ
り
旅
客
に

コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
た
と
え
雇
用
者
に
は
何
ら
過
失
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
被
用
者
の
不
法
行
為
責
任
が
雇

（
日
）

用
者
に
も
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
B
8
8骨白
Z
毛
色
白
使
用
者
責
任
）
。
こ
れ
は
本
人
の
過
失
の
有
無
と
は
関
係
の
な
い

損
害
が
生
じ
た
場
合
、

代
位
責
任
（

igH
－og
E
Z
S）
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
扱
う
事
例
は
、
こ
の
法
理
の
前
提
の
下
、
本
人
も
し
く
は
従
業
員

の
過
失
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
対
す
る
馬
車
運
送
人
も
し
く
は
鉄
道
会
社
の
責
任
を
争
う
事
例
で
あ
る
。

以
下
、
第
二
章
で
、
鉄
道
時
代
の
到
来
と
、
鉄
道
に
よ
っ
て
生
じ
た
当
時
の
事
故
観
念
の
変
化
を
ご
く
簡
潔
に
論
じ
る
。

つ
づ
く
第

三
章
で
は
、
鉄
道
時
代
以
前
の
運
送
人
の
責
任
を
、
当
時
の
法
体
系
と
絡
め
な
が
ら
論
じ
、
更
に
第
四
章
で
は
、
鉄
道
人
身
事
故
の
事

例
を
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
本
稿
の
議
論
を
整
理
し
た
上
で
、
何
故
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
責
任
が
近
代
に
な
っ
て
登

場
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
と
は
別
の
角
度
か
ら
論
じ
て
み
た
い
。

鉄
道
時
代
の
事
故

（
叩
山
）

鉄
道
の
着
想
自
体
は
、
す
で
一
八
世
紀
末
に
は
登
場
し
て
い
た
が
、
厳
密
な
意
味
で
の
「
鉄
道
」
（
つ
ま
り
、
特
定
の
線
路
の
上
を

機
械
力
に
よ
っ
て
動
く
車
両
に
よ
る
公
共
輸
送
な
い
し
旅
客
輸
送
）
は
、

一
八
二
五
年
の
ス
ト
ッ
ク
ト
ン
・
ダ
l
リ
ン
ト
ン
鉄
道
に
は

じ
ま
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
ス
ト
ッ
ク
ト
ン
・
ダ
1
リ
ン
ト
ン
鉄
道
に
お
い
て
は
、
蒸
気
機
関
車
と
鉄
道
馬
車
と
が
併
用
さ
れ
て

お
り
、
し
か
も
会
社
は
自
ら
そ
れ
ら
を
運
行
せ
ず
、
路
線
を
他
の
輸
送
業
者
に
公
開
し
て
使
用
料
を
徴
収
す
る
と
い
う
経
営
形
態
で
あ

っ
た
。
本
格
的
な
鉄
道
が
登
場
す
る
の
は
、

一
八
三

O
年
の
リ
ヴ
ァ
プ

l
ル
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
鉄
道
の
開
通
以
降
で
あ
る
。
こ
の
鉄

道
は
、
線
路
、
駅
、
機
関
車
、
車
輔
、
従
業
員
を
鉄
道
会
社
が
管
理
・
運
営
す
る
と
い
う
点
で
、
世
界
初
の
本
格
的
鉄
道
で
あ
っ
た
。
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そ
し
て
、
当
時
の
産
業
革
命
の
中
心
地
で
あ
っ
た
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
と
英
国
最
大
の
港
リ
ヴ
ァ
プ

1
ル
を
蒸
気
機
関
車
で
結
ぶ
こ
の
路

線
の
開
通
は
、
産
業
革
命
が
大
量
輸
送
と
い
う
新
た
な
段
階
を
迎
え
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
新
し
い
時
代
の
幕
開
け
を
告
げ
る

（げ）

と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
リ
ヴ
ァ
プ

1
ル
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
1
鉄
道
の
開
通
に
は
ち
ょ
っ
と
し
た
裏
話
が
あ
る
。
英
文
学
者
の
小
池
滋
が
著

書
『
英
国
鉄
道
物
語
』
の
冒
頭
で
触
れ
て
い
る
の
で
、
簡
潔
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
こ
の
鉄
道
の
開
通
式
、
リ
ヴ
ァ
プ
l
ル
を
出
発
し

た
記
念
汽
車
が
途
中
の
駅
で
一
時
停
車
を
し
た
際
、
数
名
の
乗
客
が
線
路
に
降
り
て
談
笑
し
て
い
た
。
鉄
道
会
社
は
、
た
と
え
一
時
停

車
し
て
い
た
と
し
て
も
、
危
険
だ
か
ら
決
し
て
車
外
に
出
て
は
な
ら
な
い
と
、

口
頭
お
よ
び
文
書
で
通
達
し
て
い
た
。
談
笑
中
に
、
反

対
車
線
か
ら
汽
車
が
突
進
し
て
き
た
。
あ
る
代
議
士
が
も
た
も
た
し
て
い
る
う
ち
に
逃
げ
遅
れ
て
、
線
路
の
上
に
転
ん
で
し
ま
い
、
蝉
抹

鉄道事故とネグリジェンス責任の形成

き
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
馬
車
の
走
り
し
か
知
ら
な
か
っ
た
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
汽
車
の
ス
ピ
ー
ド
と
力
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
の

（問）

か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
あ
れ
祝
賀
ム

l
ド
だ
っ
た
開
通
式
は
一
変
し
て
、
悲
嘆
の
渦
と
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

小
池
も
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
皮
肉
な
こ
と
に
非
常
に
象
徴
的
で
あ
る
。
工
業
化
と
科
学
技
術
に
よ
っ
て
た
し
か
に
人
類
に
進
歩
と
未

来
へ
の
希
望
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
事
実
で
あ
る
し
、
鉄
道
こ
そ
が
そ
う
し
た
時
代
の
象
徴
で
あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ

が
同
時
に
、
鉄
道
と
は
、

一
人
の
人
聞
が
動
か
す
だ
け
で
、

（
問
問
）

う
こ
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
も
し
た
の
で
あ
る
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
二
面
性
、
進
歩
の
イ
メ
ー
ジ
と
事
故
リ
ス
ク
の
イ
メ
ー
ジ
の

一
歩
間
違
え
ば
、
大
き
な
災
難
と
不
孝
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
る
と
い

表
裏
不
可
分
さ
を
、
こ
の
出
来
事
は
非
常
に
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
故
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
リ
ヴ
ァ
プ

i
ル
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
鉄
道
は
大
成
功
を
お
さ
め
た
。
こ
れ
に
あ
や

か
ろ
う
と
、
全
国
で
新
鉄
道
の
設
立
計
画
が
乱
立
、

一
大
鉄
道
建
設
ブ
l
ム
が
ま
き
起
こ
っ
た
。

一
八
三
七
年
頃
の
第
一
次
建
設
プ

1

ム
の
後
、
鉄
道
会
社
が
確
実
に
収
益
を
上
げ
、
鉄
道
株
が
安
全
な
投
資
先
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
「
鉄
道
マ
ニ
ア
」

（阪大法学） 52 (3・4-321)869〔2002.11〕



（初）

と
呼
ば
れ
る
熱
狂
的
な
鉄
道
投
資
プ
l
ム
が
四
四
年
か
ら
五

O
年
に
か
け
て
ま
き
起
こ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
結
果
、

（幻）

に
、
六
千
八
百
マ
イ
ル
余
り
の
路
線
が
開
通
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
次
頁
図
参
照
）
。
鉄
道
路
線
が
毛
細
血
管
の
よ
う
に
英
国
全
土
に

一
八
五
一
年
ま
で

行
き
渡
っ
た
こ
と
で
、
従
来
の
輸
送
手
段
、
馬
車
に
よ
る
有
料
道
路
運
送
と
川
船
に
よ
る
運
河
運
送
は
こ
と
ご
と
く
駆
逐
さ
れ
た
。

さ
て
、
鉄
道
に
対
し
て
、
当
時
の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、

一
八
二
九
年
に
蒸
気

機
関
車
に
乗
っ
た
政
治
家
T
・
ク
リ
1
ヴ
ィ

l

（叶・円
UBm司
）
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
そ
れ
は
ま
さ
に
飛
ん
で
い
る
か
の
よ

（幻）

う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
事
故
で
同
乗
者
全
員
が
即
死
す
る
と
い
う
思
い
を
拭
い
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
。
ま
た
、
デ

（幻）

ィ
ケ
ン
ズ
（

n・
0

－nwg回
）
が
そ
の
作
品
の
中
で
、
化
物
の
比
喰
を
用
い
て
鉄
道
事
故
を
描
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
反
応
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
例
外
で
、
大
半
の
人
々
は
鉄
道
旅
行
の
軽
快
さ
、
便
利
さ
、
安
全
性
を
認
め
て
い
た
よ
う
で
あ

（包）場。。
よ
っ
て
、
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
受
容
過
程
に
お
い
て
常
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
鉄
道
は
正
常
に
機
能
し
て
い
る
限
り

に
お
い
て
、
自
然
で
危
険
の
な
い
状
態
、
「
第
二
の
自
然
」
と
し
て
体
験
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
正
常
に
機
能
し
な
く

な
っ
た
と
き
、
鉄
道
が
内
在
し
て
い
る
危
険
性
や
暴
力
性
が
顕
在
化
す
る
。
例
え
ば
、

エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ
（
開
・
巴
o
n
F）
は
次

の
よ
う
に
語
る
。
「
事
故
だ
け
が
、
時
お
り
鉄
道
の
悪
魔
性
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。
衝
突
の
激
突
音
、
破
裂
音
、
重
傷
を
負
っ
た

（お）

つ
ま
り
文
明
化
さ
れ
た
時
刻
表
に
は
載
っ
て
い
な
い
事
故
の
産
物
と
と
も
に
」
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
シ
ヴ
ェ
ル
プ

人
々
の
叫
び
声
、

シ
ニL

（巧－

F
E
2
m－吉田
n
F）
は
産
業
革
命
期
に
お
け
る
「
事
故
」
観
念
の
変
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
産
業
革
命
期

以
前
の
事
故
は
偶
然
と
同
義
語
で
、
そ
の
時
代
の
事
故
と
い
う
の
は
自
然
の
出
来
事
、
自
然
の
大
惨
事
で
あ
っ
て
、
外
部
か
ら
生
じ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
産
業
革
命
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
技
術
的
な
事
故
は
内
部
か
ら
訪
れ
る
。

つ
ま
り
、
高
度
に
管
理
さ
れ

た
機
器
類
は
、
ひ
と
た
び
機
能
が
麻
揮
す
れ
ば
、
自
分
の
力
で
自
ら
を
破
壊
し
、
大
惨
事
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
当
時
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1843年から71年までの鉄道事故死傷者件数

(n/aはデータなし）

表

Passengers 
injured 

Passengers 
killed 

n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
375 
380 
300 
346 
331 
298 
647 
437 
390 
497 
769 
425 
372 
607 
811 
521 
584 
468 
906 

1,002 
739 

円

t
a
q
n
d
a
n
u
n
O
R
u
n
d
a
U
0
4
4
4
唱

i
R
u
n
t
n
O
唱

i
Q
U
F
D
n
U
F
D
ρ
n
v
ρ
O
唱

i
n
o
n
o
n日

n日

n
u
n－

0
4
噌

i
噌

i
／’

nAW
唱

i
唱

i
q
d
n
d
n
o
ρ
o
q
A
U
0
4
0孟

a
a
τ
P
D
0
4
a
a
τ
円

t
n
d
n
d
n
a
n
o
n
a
n
o
n
d
n
d
n
E
F
D

n
 

Passengers 
carried 
(millions) 

21. 7 
25. 2 
30.4 
40.2 
47.9 
54.4 
57.8 
67.4 
79. 7 
82.8 
95.2 
104.3 
111. 4 
121. 4 
130.6 
130. 7 
140.3 
153.5 
163.0 
170.0 
192.0 
217.4 
238. 7 
261. 2 
273. 7 
n/a 
298.6 
322.2 
359. 7 

Year 

1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 

出典： R.W. Kostal, Law and English Railway 
Capitalism 1825-1875 (Oxford, 1994), p. 281 

最
も
強
力
な
機
械
で
あ
っ
た
蒸
気
機
関
と
鉄
道
は
、
厳
密
に
管
理
さ
れ
な
い
場
合
、
最
も
恐
る
べ
き
大
惨
事
を
惹
起
し
て
し
ま
う
。
機

〔
叩
叫
）

械
の
生
み
出
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
機
械
と
の
バ
ラ
ン
ス
は
不
安
定
で
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
間
違
う
と
人
聞
を
危
険
に
曝
す
、
と
。
実
際
、

鉄
道
事
故
に
よ
る
死
傷
者
の
件
数
が
年
毎
に
増
大
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
（
表
参
照
）
。
し
か
も
、
鉄
道
事
故
は
、
見
た
目
に
も

（幻）

馬
車
の
転
覆
事
故
な
ど
よ
り
も
遁
か
に
派
手
で
、
し
か
も
一
度
に
大
量
の
人
々
が
身
分
や
地
位
と
は
全
く
無
関
係
に
傷
つ
く
と
い
う
点

で
、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
非
常
に
大
き
か
っ
た
こ
と
も
容
易
に
推
察
で
き
よ
う
。
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運
送
人
の
責
任

で
は
、
こ
う
し
た
事
故
の
性
質
・
態
様
の
変
化
に
、
英
国
の
法
、
そ
し
て
裁
判
官
た
ち
は
い
か
に
対
処
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章

で
は
、
こ
の
間
い
に
答
え
る
前
に
、
鉄
道
時
代
以
前
の
事
故
、
特
に
運
送
人
が
引
き
起
こ
し
た
人
身
事
故
の
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
に

す
る
。
運
送
人
の
責
任
の
存
否
・
射
程
の
判
断
の
様
相
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
法
が
事
故
事
例
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
処
し

て
い
た
の
か
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

さ
て
、

一
九
世
紀
以
前
の
コ
モ
ン
・
ロ
1
に
お
い
て
、
事
故
で
損
害
を
被
っ
た
者
が
法
的
救
済
を
求
め
る
場
合
、
ま
ず
考
慮
す
べ
き

は
、
い
か
な
る
訴
訟
方
式

s
s
a
R
a
oロ
）
を
用
い
て
訴
訟
を
開
始
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
訴
訟
方
式
と
法
的
責
任
の
問

（犯）

題
に
つ
い
て
、
筆
者
は
以
前
別
の
論
考
で
も
論
じ
て
い
る
の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
る
が
、
本
稿
と
関
連
す
る
範
囲
内
で
説
明
し
て

鉄道事故とネグリジェンス責任の形成

お
こ
う
。
ま
ず
、
重
罪
（

E
o弓
、
殺
人
、
強
姦
、
放
火
、
強
盗
等
）
を
構
成
し
な
い
程
度
の
暴
力
行
為
に
よ
っ
て
被
害
を
被
っ
た
者

（却）

が
救
済
を
得
る
手
段
と
し
て
、
一
二
世
紀
頃
ト
レ
ス
パ
ス
訴
訟
（
昏
O

R
民
O
白
色
町

g宮
留
）
が
登
場
し
た
。
ト
レ
ス
パ
ス
訴
訟
は
、

暴
力
と
武
器
を
以
て
平
和
を
乱
し
（

i
a白
5
2
2
8ロ
E
冨
g
g）
、
原
告
に
対
し
て
身
体
・
土
地
・
動
産
の
い
ず
れ
か
に
危
害
を

加
え
た
こ
と
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
得
る
た
め
の
訴
訟
で
あ
っ
た
。
ト
レ
ス
パ
ス
訴
訟
は
、
暴
力
の
直
接
行
使
に
よ
る
権
利
侵
害
の
事

実
を
訴
訟
原
因
と
し
て
い
た
が
、
次
第
に
直
接
の
暴
力
行
使
に
よ
ら
な
い
損
害
に
対
し
て
も
拡
大
し
て
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
が
一
四
、
五
世
紀
頃
登
場
し
た
ケ
1
ス
訴
訟
（
吾
O
白
色
自
民

q
g宮
田
回
高
S
S
O
S目
。
）
で
あ
り
、
原
告
の
主
張
す
る
特
殊
な

（鈎）

事
実
を
訴
訟
原
因
と
す
る
訴
訟
方
式
で
あ
る
。
そ
し
て
、
原
告
は
ど
ち
ら
の
方
式
で
訴
訟
を
進
め
る
か
を
選
ぶ
べ
し
と
さ
れ
て
い
た
。

た
だ
、
両
者
の
区
別
に
つ
い
て
は
不
明
確
な
点
が
多
く
、
し
ば
し
問
題
と
な
っ
た
が
、
最
終
的
に
何
百
O
富田
4
・0
R
W
事
件
判
決
で
、

「
ト
レ
ス
パ
ス
訴
訟
で
は
、
原
告
が
直
接
の
権
利
侵
害
を
訴
え
る
の
に
対
し
、
ケ
ー
ス
訴
訟
で
は
、
他
の
行
為
の
結
果
で
あ
る
権
利
侵
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（別）

害
に
つ
き
訴
え
る
の
で
あ
る
己
と
判
示
さ
れ
、
更
に
、

一
八
三
三
年
に
当

E
5
2・出
o
z
g
a
事
件
判
決
で
、
テ
ィ
ン
ダ
ル
首
席
裁
判

ny
“
 

nu 
nHv 

n
p
U
 

4
色

町

too 
no 

権
利
侵
害
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
ト
レ
ス
パ
ス
訴
訟
を
選
ん
だ
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
に
、
被
告
が
権
利
侵
害
を
認
め
な
い
と
す
る
と
、
日
百

（お）

4

過
誤
の
反
対
訴
答
を
と
る
こ
と
が
答
弁
術
上
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
全
面
否
認
す
る
以
外
道
は
な
く
、
そ
し
て
自
分
が
そ
の
事

α

（

鈍

）

ヨ

放
を
惹
起
し
な
か
っ
た
こ
と
を
陪
審
に
対
し
て
被
告
が
証
明
し
さ
え
す
れ
ば
、
被
告
の
責
任
は
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
被
告
が
、
原
汁学法大阪

官
（
目
ロ

e－
n・
』
・
）
権
利
侵
害
が
直
接
的
か
つ
故
意
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
ど
ち
ら
の
方
式
を
選
択
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
判
示

（沼）

し
た
こ
と
で
、
以
後
、
ト
レ
ス
パ
ス
訴
訟
は
故
意
の
権
利
侵
害
と
深
く
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
事
故
事
例
の

場
合
、
直
接
的
か
つ
故
意
の
権
利
侵
害
で
あ
る
と
明
確
に
主
張
で
き
る
事
例
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
か
っ
た
。
仮
に
原
告
が
、
直
接
の

告
に
対
す
る
権
利
侵
害
は
、
自
然
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
や
馬
な
ど
の
行
動
の
せ
い
で
あ
る
、
も
し
く
は
原
告
自
身
の
過
誤
の
せ
い
で
あ
る

と
示
し
た
場
合
に
、
被
告
に
は
ト
レ
ス
パ
ス
の
罪
な
し
と
さ
れ
た
の
で
、
原
告
に
は
不
利
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
ヶ
1
ス
訴
訟
等
そ

（お）

の
他
の
方
式
で
争
う
方
が
有
利
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

ケ
ー
ス
訴
訟
に
お
い
て
、
権
利
侵
害
の
存
在
が
認
定
さ
れ
る
こ
つ
の
局
面
が
存
在
し
て
い
た
。

一
つ
は
、

ニュ
l
サ
ン
ス
の
よ
う
に

コ
モ
ン
・
ロ

1
上
権
利
侵
害
の
一
類
型
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
制
定
法
も
し
く
は
慣
習
法
上
、

一
定
の
義

務
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
義
務
の
慨
怠
の
結
果
、
権
利
侵
害
が
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
「
王
国
の

（お）

慣
習
法
」
（

n
g
s
s
a
p冊
お
色
自
）
が
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
の
発
展
に
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
旅
館
主
や
公

共
運
送
人
の
よ
う
な
公
共
職
（
8
8
S
E
S－
－
旨
ぬ
）
と
呼
ば
れ
る
一
定
の
職
業
集
団
ゃ
、
失
火
に
よ
り
損
害
を
与
え
た
者
に
対
し
て
、

注
意
深
く
管
理
す
る
と
い
う
慣
習
法
上
の
義
務
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（幻）

訴
訟
と
引
受
（
曲
師
由
民
国
官
昨
）
訴
訟
が
分
岐
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
特
に
引
受
訴
訟
は
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
の
発
展
に
多
大
な
影
響

一
方
、
ヶ
！
ス
訴
訟
か
ら
は
、
更
に
動
産
横
領
（
司

oa円）

を
与
え
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
被
告
が
「
あ
る
こ
と
を
な
す
と
引
き
受
け
た

Q
Z
E
E
E宮
2
巴
」
の
に
、
そ
れ
を
不
当
に
な



（
柏
崎
）

し
、
斯
く
し
て
原
告
に
損
害
を
与
え
た
」
と
い
う
文
言
を
用
い
た
、
失
当
な
行
為
（
邑
間
同
一
曲
目
no）
に
対
す
る
訴
訟
で
あ
っ
た
。
特

（

犯

）

に
外
科
医
や
弁
護
士
の
よ
う
な
専
門
家
の
場
合
は
、
適
切
な
技
量
で
業
務
を
行
う
と
い
う
黙
示
の
約
束
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

よ
っ
て
、
事
故
事
例
の
場
合
、
被
告
に
よ
り
権
利
侵
害
を
被
っ
た
と
主
張
す
る
に
は
、
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
の
よ
う
な
事
例
を
除
け
ば
、
何

ら
か
の
制
定
法
・
慣
習
法
上
、
管
理
義
務
の
悌
怠
が
あ
っ
た
、
と
主
張
す
る
か
、
も
し
く
は
、
引
受
等
の
事
前
の
取
決
が
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
引
き
受
け
た
行
為
に
失
敗
し
て
損
害
を
与
え
た
、
と
主
張
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
。
以
下
本
稿
で
は
、
運
送
人

が
起
こ
し
た
事
故
の
事
例
を
検
討
し
つ
つ
、
両
者
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

運
送
人
は
、
公
共
運
送
人
（
g
B
B
S
E
E
O円
）
と
私
的
運
送
人
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
公
共
運
送
人
に
つ
い
て
、

一
七
一

O
年
の

。2Z
5
4・
国
民
兵
事
件
判
決
は
、
「
い
か
な
る
者
の
荷
物
で
あ
れ
運
送
す
る
こ
と
を
雇
わ
れ
て
引
き
受
け
た
人
物
」
を
含
め
る
と
判

（
州
制
）

示
し
て
い
る
。
ま
た
、

鉄道事故とネグリジェンス責任の形成

一
七
七

0
年
代
に
、
プ
ラ

l
a町
何
回
巳
－

R
）
は
、
実
務
家
向
け
論
文
の
中
で
「
雇
わ
れ
て
荷
物
を
運
送
す

（

剖

）

る
全
て
の
者
を
公
共
運
送
人
の
名
称
の
下
に
分
類
す
る
」
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公
共
運
送
人
と
し

（

位

）

て
の
責
任
を
有
す
る
集
団
は
潜
在
的
に
非
常
に
広
か
っ
た
。

一
方
、
私
的
運
送
人
は
公
的
運
送
人
を
除
く
運
送
人
で
あ
り
、
誰
に
で
も

雇
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
顧
客
の
た
め
に
報
酬
を
も
ら
っ
て
荷
物
を
運
ぶ
こ
と
に
同
意
し
た
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
問
題
は
、

両
者
が
法
的
に
ど
の
よ
う
な
差
を
有
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
論
点
に
関
し
て
、
二
つ
の
判
決
が
示
唆
を
与
え
て
く
れ

（
川
崎
）

一
七

O
三
年
の

no富田
4
－

w
m
g向
島
事
件
判
決
で
あ
る
。
被
告
が
自
分
の
友
人
（
原
告
）
の
た
め
、
無
償
で
、
プ
ラ
ン

る
。
ま
ず
、

デ
l
の
大
樽
数
個
を
貯
蔵
庫
へ
と
移
送
し
て
い
る
最
中
、
被
告
が
不
注
意
で
大
樽
の
一
部
を
破
損
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
大
量
の
プ
ラ

ン
デ
l
が
流
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
陪
審
が
原
告
支
持
の
評
決
を
下
し
、
こ
れ
に
対
し
て
被
告
は
自
分
は
公
共
運
送

人
で
は
な
く
、
仕
事
の
対
価
を
何
も
も
ら
っ
て
い
な
い
（
約
因
が
不
存
在
）
と
主
張
し
て
、
判
決
抑
止
を
申
し
立
て
た
。
王
座
裁
判
所

（n
o
E
O同
阿
佐
m．曲目凶

gnv）
は
、
約
因
が
欠
却
し
て
い
る
の
で
提
訴
可
能
と
は
い
え
な
い
引
受
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
被
告
は
自
分
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の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
判
示
し
た
。
判
決
の
中
で
、
ホ

1
ル
ト
裁
判
官
（

E
E出
0
5
は
、
本
件
の
よ
う
な

場
合
に
、
引
受
と
は
「
物
を
現
実
に
占
取
し
、
委
託
す
る
責
任
を
引
き
受
け
た
」
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
委
託
（
冨
出

B
S同
）
の
履

行
に
失
敗
し
た
場
合
、
そ
の
事
実
を
も
っ
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
動
産
の
受
奇
者
の
失
当
な
行
為
（
邑
え

g回目
E

no）
は
、
彼
が
注
意
を
払
う
こ
と
を
信
頼
し
て
い
た
寄
託
者
H
原
告
に
対
す
る
詐
欺
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
訴
訟
原
因
と
な
る
と
判
示

たaし
O＇－＇た

更
に そ
ホの
1 際
ルの
ト注
裁 意
事j の
官 程
は 度

合は、
論寄
で託
公 の
共性
運質
窓に
人応
の h

責そ
任変
に 化

~ r 
τが
藍示、 、
再ー「

長彼
し の
てな
L、し
る得
。る
彼最
に 善
よ」
れを
ば尽
、く

公せ
共ば
運 よ
送い
人と
はさ
王れ
国て
のい

慣
習
法
に
基
づ
き
、
「
神
や
国
王
の
敵
の
行
為
を
除
く
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
に
対
し
て
」
厳
格
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
を
提
示

し
た
の
で
あ
っ
た
。

次
に
、

（

M
M）
 

一
七
八
五
年
の
宮
『
零
時
色
4
・
豆
洋
向
島
事
件
判
決
で
あ
る
。
公
共
運
送
人
で
あ
る
被
告
に
は
何
ら
過
失
は
な
か
っ
た
が
、
運

送
時
に
第
三
者
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
よ
り
生
じ
た
火
災
の
結
果
、
原
告
の
ホ
ッ
プ
束
に
損
害
が
生
じ
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
王
座

裁
判
所
の
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
裁
判
官
（

za冨
自
色
色
色
）
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
「
（
原
告
と
被
告
の
聞
の
）
契
約
か
ら

す
れ
ば
、
被
告
は
相
当
の
注
意
お
よ
び
勤
勉
さ
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
：
：
：
し
か
し
、
王
国
の
慣
習
法
、

つ
ま
り
は
コ
モ
ン

－ロ
l
か
・
り
す
る
、
よ
り
高
度
の
責
任
が
存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
運
送
人
は
保
険
者
の
性
質
を
有
し
て
い
る
。
か
の
者
は
、
神

も
し
く
は
国
王
の
敵
の
行
為
を
除
く
、
い
か
な
る
事
故
に
対
し
て
も
責
任
を
負
う
と
定
ま
っ
て
い
る
」
（
括
弧
は
筆
者
）
。

マ
ン
ス
フ
ィ

ー
ル
ド
裁
判
官
は
、
公
共
運
送
人
の
責
任
を
、
人
為
の
介
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
に
対
し
て
負
う
厳
格
責
任
で
あ
る
と
判
断
し
た
の

（必）

で
あ
る
。
そ
し
て
、
公
共
運
送
人
に
対
し
て
、
厳
格
責
任
を
課
し
て
い
た
理
由
は
、
運
送
中
荷
物
は
運
送
人
が
独
占
的
に
占
有
し
て
い

る
の
で
、
所
有
者
の
支
配
が
お
よ
ば
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
運
送
中
の
盗
難
の
危
険
性
ゃ
、
仲
間
内
で
共
謀
し
て
衝
突
事
放
を
で
っ

ち
上
げ
る
運
送
人
の
詐
欺
行
為
に
よ
っ
て
所
有
者
が
損
害
を
受
け
て
し
ま
う
た
め
、
厳
格
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
で
人
々
の
安
全
を
守

（阪大法学） 52 (3・4-328)876〔2002.11〕



（幻）

る
と
い
う
、
非
常
に
政
策
的
な
理
由
で
あ
っ
た
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
判
決
が
提
示
し
た
原
則
は
、
公
共
運
送
人
の
責
任
は
厳
格
責
任
で
、
私
的
運
送
人
は
受
寄
者
と
し
て

自
分
自
身
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
対
し
て
責
任
を
負
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
た
だ
、
公
共
運
送
人
の
責
任
が
、
果

た
し
て
慣
習
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
引
受
（
契
約
）
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
明
確
な
認
識
が
存

（綿）

在
し
て
い
の
か
は
疑
わ
し
か
っ
た
。
ロ
乱
開
4
・
出
血
ロ
事
件
判
決
に
お
い
て
、
原
告
は
公
共
運
送
人
の
責
任
を
め
ぐ
る
訴
訟
で
は
あ
っ
た

が
、
引
受
訴
訟
と
し
て
こ
れ
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
側
は
、
そ
の
場
合
に
は
被
告
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
証
明
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
抗
弁
し
た
。
判
決
で
、
リ
l
首
席
裁
判
官
（

Z
o
n－
H
）
は
、
円
U
O毘
師
事
件
判
決
に
お
け
る
公
共
運
送
人
の
責
任

の
見
解
を
踏
襲
し
た
が
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
厳
格
責
任
を
明
確
に
区
分
す
る
こ
と
で
き
な
い
と
し
た
。
そ
し
て
、
「
（
運
送
人
の
）
安

鉄道事故とネグリジェンス責任の形成

全
に
運
送
す
る
と
い
う
約
束
は
、
安
全
を
維
持
す
る
と
い
う
約
束
で
あ
る
」
（
括
弧
は
筆
者
）
と
主
張
し
て
、
被
告
の
責
任
の
基
礎
は

契
約
に
由
来
す
る
と
判
断
し
た
。
他
方
、

2
5
8
4・
3百
円
。
ロ
事
件
判
決
で
は
、
イ
ェ

l
ツ
裁
判
官
（
百
件

g
H）
が
公
共
運
送
人
の

責
任
は
慣
習
に
基
づ
く
と
判
断
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
裁
判
官
と
エ
イ
ス
ト
ン
裁
判
官
（

Z
Sロ
ピ
は
「
運

送
人
に
責
任
を
認
め
る
真
の
原
理
は
報
酬
で
あ
る
」
と
判
断
し
た
。
こ
れ
ら
の
両
事
例
は
い
ず
れ
も

F
Z白
邑
事
件
判
決
以
前
の
判

決
で
は
あ
る
が
、
公
共
運
送
人
の
責
任
の
根
拠
づ
け
と
い
う
点
に
関
し
て
、
法
律
家
の
間
で
さ
え
共
通
了
解
が
存
在
し
て
い
た
と
は
言

い
難
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
本
稿
の
問
題
関
心
か
、
り
す
れ
ば
、
問
題
と
な
る
の
は
、
荷
物
運
送
人
で
は
な
く
、
「
旅
客
を
運
ぶ
」
運
送
人
、

車
や
乗
合
馬
車
の
乗
客
に
損
害
を
与
え
た
運
送
人
の
責
任
で
あ
る
。
ま
ず
、

つ
ま
り
駅
馬

一
七
九
七
年
の
〉
色

8
4・国
2
4
8
事
件
判
決
で
あ
る
。

原
告
は
、
旅
客
運
送
人
は
、
た
と
え
塀
怠
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
荷
物
運
送
人
と
同
様
、
旅
客
を
安
全
に
運
ぶ
こ
と
を
保
証
し
た
こ

と
で
厳
格
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
王
座
裁
判
所
は
原
告
の
見
解
を
否
定
し
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
か
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義
務
悌
怠
が
な
い
限
り
、
旅
客
運
送
人
は
旅
客
の
損
害
に
対
す
る
責
任
を
課
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
。
そ
の
際
、
裁
判
所
は
損
害
を
被

っ
た
旅
客
の
場
合
、
訴
訟
原
因
は
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
基
づ
く
が
、
た
だ
し
運
送
人
は
「
些
少
な
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
対
し
て
も
責
任

が
あ
る
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
車
軸
の
破
損
で
馬
車
が
壊
れ
た
た
め
に
傷
害
を
被
っ
た
と
し
て
、
原
告
が
馬
車
所
有
者
を
訴
え
た

（日）

n宵
E
5
4・
。
巳
ぬ
何
回
事
件
判
決
で
は
、

マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
裁
判
官
が
、
旅
客
運
送
人
は
、
「
人
聞
の
注
意
と
先
見
が
及
ぷ
限
り
に
お

い
て
、
か
の
者
は
旅
客
を
安
全
に
運
送
す
る
」
こ
と
を
引
き
受
け
て
い
る
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、

（臼）

g
g四
事
件
判
決
で
あ
る
。
駅
馬
車
の
御
者
が
角
を
ま
が
る
と
き
に
土
手
に
近
づ
き
す
ぎ
て
横
転
し
、
そ
の
事
故
の
被
害
者
が
御
者
の

一
八
二
五
年
の
の
B
宮
4
・4

『

amヤ

使
用
人
で
あ
る
被
告
を
訴
え
た
事
例
で
あ
る
。
御
者
が
事
故
の
現
場
を
一
二
時
間
前
に
通
っ
た
と
き
、
角
に
立
っ
て
い
る
二
つ
の
小
屋

の
う
ち
の
手
前
の
小
屋
が
取
り
壊
さ
れ
、
路
上
に
そ
の
と
き
の
ご
み
が
置
い
て
あ
り
、
御
者
が
事
故
の
時
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
以

前
通
っ
た
と
お
り
に
通
ろ
う
と
し
て
転
覆
し
た
の
が
原
因
で
あ
っ
た
。
裁
判
官
は
、
陪
審
に
対
し
て
、
路
上
に
障
害
物
が
な
か
っ
た
の

な
ら
、
御
者
は
馬
車
を
車
線
内
を
進
み
続
け
る
べ
き
で
あ
り
、
事
故
は
彼
が
車
線
か
ら
は
み
出
し
た
た
め
生
じ
た
の
だ
と
説
示
し
て
、

（臼）

陪
審
は
原
告
支
持
の
評
決
を
下
し
た
。
こ
れ
に
対
し
原
告
側
か
ら
説
示
の
誤
り
の
指
摘
が
あ
り
、
王
座
裁
判
所
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
再

審
理
を
命
じ
た
。
判
決
の
中
で
、
ベ
ス
ト
首
席
裁
判
官
（
図
。
鬼
門
－
H
）
は
、
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
た
。
「
馬
車
の
御
者
は
自
分
の

仕
事
に
見
あ
う
だ
け
の
十
分
な
技
量
を
有
し
、
そ
の
技
量
を
勤
勉
に
用
い
な
け
れ
ば
」
な
ら
ず
、
御
者
が
な
す
べ
き
こ
と
に
何
か
失
敗

が
あ
れ
ば
、
「
馬
車
業
経
営
者
の
義
務
は
果
た
さ
れ
て
お
ら
ず
、
惹
起
し
た
権
利
侵
害
や
損
害
に
対
し
て
責
任
を
負
う
」
。
そ
し
て
、

「
人
間
の
思
慮
分
別
が
旅
客
の
安
全
の
た
め
に
提
示
で
き
る
」
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
な
す
こ
と
が
馬
車
業
経
営
者
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る

と
唱
え
た
の
で
あ
る
。

（

M）
 

以
上
の
判
決
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
荷
物
運
送
人
の
責
任
と
旅
客
運
送
人
の
責
任
は
「
注
意
深
く
区
別
」
さ
れ
て
い
た
。
旅
客
運

送
人
は
公
共
運
送
人
と
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ト
ラ
イ
ア
ル
で
「
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
証
明
さ
れ
な
い
限
り
」
、
旅
客
運
送
人
の
責

（阪大法学） 52 (3・4-330)878〔2002.11〕



任
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
身
事
故
の
法
に
お
い
て
は
、
法
的
な
責
任
原
理
よ
り
も
陪
審
の
役
割
が

（弱）

重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
馬
車
の
乗
客
は
、
損
害
を
被
っ
た
場
合
、
引
受
訴
訟
と
ケ
l
ス
訴
訟
ど
ち
ら
を
使
っ
て
も

訴
追
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
公
共
運
送
人
と
は
異
な
り
、
ど
ち
ら
の
訴
訟
を
選
択
し
た
と
し
て
も
、
旅
客
運
送
人
の
法
的
義
務

は
運
転
時
に
合
理
的
な
注
意
を
払
う
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、
理
論
的
・
手
続
的
に
も
さ
ほ
ど
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、

コ
ス
タ
ル
（
戸
当
・
関

g
E）
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
九
世
紀
初
頭
の
段
階
で
、
注
意
す

る
と
い
う
運
送
人
の
義
務
の
源
が
、
契
約
に
由
来
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
運
送
人
の
「
公
共
職
」
に
本
来
備
わ
っ
て
い
る
慣
習
上
の
義

務
に
由
来
す
る
の
か
、
概
念
的
に
暖
昧
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
運
送
契
約
が
旅
客
の
安
全
を
包
括
的
に
保
証
言
問
g巳
ち
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
当
時
の
裁
判
官
た
ち
が
広
く
合
意
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
明
白
な
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」

（関）

「
過
失
（
貯
巳
同
）
」
は
、
旅
客
側
が
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
素
だ
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。
つ
ま
り
、
運
送
の
引
受
の
存
在
を
提
示

鉄道事故とネグリジェンズ責任の形成

し
た
だ
け
で
は
、
運
送
人
の
注
意
義
務
違
反
を
立
証
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
事
故
の
発
生
原
因
が
被
告
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ

ン
ス
な
の
か
そ
れ
と
も
不
可
避
の
災
害
な
の
か
を
事
実
認
定
す
る
段
に
な
っ
て
は
じ
め
て
運
送
人
の
注
意
が
争
わ
れ
、
そ
れ
が
責
任
存

否
の
判
断
の
鍵
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
公
共
運
送
人
の
責
任
の
際
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
引
受
約
束
の
中
に
安

全
維
持
の
約
束
が
含
ま
れ
て
お
り
、
報
酬
を
受
け
取
っ
た
こ
と
は
引
受
を
し
た
と
い
う
こ
と
こ
と
と
同
義
で
あ
る
以
上
、
旅
客
運
送
人

の
責
任
の
根
拠
は
報
酬
の
受
領
に
由
来
す
る
と
い
う
発
想
も
同
時
に
存
在
し
て
い
た
。

一
方
、
旅
客
運
送
人
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
判
断
す
る
際
に
、
非
常
に
高
い
レ
ベ
ル
の
注
意
を
払
う
義
務
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
例

（幻）

え
ば
、
巴
ロ
色
昌
司
・

ω自
害
事
件
判
決
は
、
駅
馬
車
の
屋
根
に
の
っ
て
い
た
女
性
が
宿
屋
の
出
入
り
口
の
通
行
の
際
に
出
入
り
口
の
屋

根
に
引
っ
か
か
っ
て
払
い
落
と
さ
れ
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
こ
の
事
例
に
お
い
て
、
御
者
は
降
り
る
よ
う
請
う
た
が
、
女
性
は
拒
否

し
て
い
る
。
王
座
裁
判
所
の
エ

l
レ
ン
パ
ラ
裁
判
官
（

z
a
E－g
g
s
a
v）
は
、
御
者
の
警
告
は
彼
女
が
危
険
な
状
態
に
あ
る
こ
と
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を
通
知
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と
し
、
適
切
な
警
告
を
し
な
か
っ
た
御
者
は
、
彼
自
身
の
最
大
の
注
意
を
払
う
義
務
に
違
反
し
て

（
同
叫
）

お
り
、
そ
れ
ゆ
え
馬
車
業
経
営
者
は
責
任
を
負
う
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
守
口
2
4
・∞
as事
件
判
決
は
、
手
綱
の
欠
陥
の
た
め
に
、

手
綱
が
切
れ
て
御
者
が
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
馬
車
が
木
材
の
山
に
激
突
し
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
こ
の
と
き
横
転
を
恐

れ
て
飛
び
出
し
た
原
告
と
そ
の
妻
が
損
害
を
被
っ
た
（
馬
車
の
中
に
い
た
他
の
乗
客
は
無
事
）
。
裁
判
所
は
、
御
者
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン

ス
や
技
量
の
欠
加
に
よ
っ
て
、
原
告
を
あ
る
種
の
切
迫
し
た
危
険
に
さ
ら
す
、
も
し
く
は
切
迫
し
た
危
険
に
つ
い
て
の
合
理
的
な
危
倶

を
生
み
出
す
状
況
が
つ
く
り
出
さ
れ
た
場
合
、
原
告
が
自
分
の
損
害
に
寄
与
し
て
い
た
と
し
て
も
、
馬
車
業
経
営
者
は
責
任
を
負
う
、

（
ぬ
）

と
判
示
し
た
。
陪
審
が
原
告
の
行
動
が
無
分
別
で
あ
る
こ
と
を
認
定
し
な
い
限
り
、
た
と
え
原
告
の
損
害
の
近
因

S
S
M
－g呉
0
8
5巾）

が
原
告
側
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
運
送
人
は
責
任
を
負
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
運
送
人
が
危
険
を
つ
く
り
出
し
た
と
い
う
点
で
過
失
が

あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
非
常
に
高
い
レ
ベ
ル
の
注
意
基
準
は
、
厳
格
責
任
と
は
な
ら
な
か
っ
た

が
、
大
半
の
旅
客
運
送
人
の
人
身
事
故
を
そ
の
基
準
の
範
囲
内
で
解
決
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四

鉄
道
事
故
の
事
例

前
章
で
は
、
鉄
道
時
代
以
前
の
運
送
人
の
責
任
の
存
否
と
射
程
の
判
断
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
旅

客
運
送
人
は
、
自
ら
の
不
注
意
で
旅
客
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
、
運
送
人
に
要
求
さ
れ
て
い
る
注
意
の

基
準
は
非
常
に
高
度
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
当
時
の
法
構
造
か
・
り
す
れ
ば
、
運
送
人
の
責
任
の
根
拠
が
契
約
な
の
か
、
慣
習
上
の
義

務
に
由
来
す
る
の
か
は
暖
昧
で
あ
っ
た
こ
と
、

で
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
鉄
道
時
代
の
事
故
が
、
こ
の
よ
う
な
法
的
責
任
の
議
論

を
ど
の
よ
う
に
変
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
み
た
い
。

鉄
道
事
故
と
し
て
判
例
集
に
登
場
す
る
最
初
の
判
例
は
、
筆
者
の
知
る
と
こ
ろ
、

一
八
三
八
年
の
∞

E
m
2－
d
H刊
の

5
2
5
a
oロ
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（

ω）
 

－q－
・
事
件
判
決
で
あ
る
。
被
告
鉄
道
会
社
が
所
有
す
る
車
輔
が
、
原
告
の
乗
っ
て
い
た
リ
ヴ
ァ
プ

1
ル
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
鉄
道
の
車

輔
と
衝
突
し
、
原
告
が
損
害
を
被
り
、
被
告
会
社
の
従
業
員
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
衝
突
事
故
の
原
因
で
あ
る
と
し
て
訴
え
た
事
例
で

あ
る
。
被
告
は
答
弁
の
中
で
、
リ
ヴ
ァ
プ
1
ル
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
1
鉄
道
の
従
業
員
が
不
注
意
か
つ
不
適
切
に
運
行
し
た
た
め
生
じ
た

事
故
で
あ
り
、
彼
ら
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
「
被
告
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
免
責
す
る
」
と
答
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
原
告
側
か
ら

（創〉

訴
答
不
十
分
の
抗
弁
（
島
町
田

E
R）
が
な
さ
れ
、
財
務
裁
判
所
（

9
5
0同
開
阿

n
F
2
5『
）
も
こ
れ
を
支
持
し
て
原
告
勝
訴
と
な
っ
た
。

判
決
に
お
い
て
、
パ

1
ク
裁
判
官
宿
貸
付
。
∞
・
）
は
、
た
と
え
原
告
の
方
に
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
原
告
が
通
常
の

注
意
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
告
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
帰
結
を
回
避
し
た
の
で
な
い
限
り
、
原
告
は
損
害
賠
償
を
受
け
る
権
利

（位）

が
あ
る
と
い
う
準
則
を
本
件
に
適
用
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
本
判
決
に
お
い
て
は
、
鉄
道
会
社
が
従
業
員
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
対
し
て

責
任
が
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
原
告
側
被
告
側
双
方
と
も
容
認
し
て
い
る
。
被
告
側
は
事
故
の
原
因
が
自
分
た
ち
の
注
意
、
管
理

鉄道事故とネグリジェンス責任の形成

の
下
に
な
か
っ
た
か
ら
責
任
が
な
い
と
主
張
し
た
が
、
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
自
分
た
ち
の
注
意
・
管
理
下
に
あ
れ
ば
そ
れ
は
自
分
た

ち
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
で
あ
る
以
上
責
任
を
負
う
と
主
張
し
た
も
同
然
で
あ
る
。

（回）

次
に
一
九
四
一
年
の

P
G
5
4・
Z
E
g
h
w
回
江
相
官
。
口
容
・
事
件
判
決
で
あ
る
。
本
件
は
、
被
告
鉄
道
会
社
の
要
請
で
料
金
を
払

い
乗
客
と
な
っ
た
原
告
が
、
会
社
側
の
ミ
ス
に
よ
る
脱
輪
事
故
に
よ
っ
て
客
車
か
ら
投
げ
出
さ
れ
て
重
傷
を
負
っ
た
と
い
う
事
例
で
あ

る
。
ト
ラ
イ
ア
ル
で
、
原
告
側
の
弁
護
士
は
「
雇
わ
れ
た
」
運
送
人
と
し
て
、
鉄
道
会
社
は
「
相
当
の
注
意
と
技
量
」
を
用
い
て
原
告

を
運
送
す
る
法
的
義
務
の
下
に
あ
る
と
答
弁
し
た
。
運
送
人
の
義
務
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
鉄
道
会
社
は
、
従
業
員
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス

が
証
明
さ
れ
れ
ば
、
代
位
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
原
告
側
は
、
事
故
現
場
の
レ

1
ル
の
位
置
が
ゆ
が
ん
で

い
た
こ
と
、
な
ら
び
に
事
故
時
列
車
の
ス
ピ
ー
ド
が
危
険
な
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
証
言
を
証
拠
と
し
て
提
出
し
た
に
す
ぎ
ず
、
情
況

証
拠
の
た
め
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
証
明
が
十
分
に
な
さ
れ
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
ト
ラ
イ
ア
ル
を
担
当
し
て
い
た
、
女
王
座
裁
判
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所
（

noR仲
良

e
g
g－
回
国

gnv
ピ
ク
ト
リ
ア
女
王
が
一
八
三
七
年
に
即
位
し
た
た
め
、
女
王
の
在
位
中
は
目
指
ば
で
は
な
く

O
B
S．
帥
と
な
る
）
の
デ
ン
マ
ン
首
席
裁
判
官
（

Foauo自
E
n－
－
）
は
、
陪
審
に
対
し
て
、
「
機
械
と
鉄
道
の
独
占
的
管
理
が
、

被
告
の
手
中
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
」
、
被
告
側
か
ら
事
故
原
因
に
つ
い
て
何
ら
か
の
弁
明
が
示
さ
れ
な
い
限
り
、
「
事
故
が
被

告
の
注
意
の
欠
加
か
ら
発
生
し
た
こ
と
は
推
定
可
能
」
で
あ
る
と
の
説
示
を
行
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
陪
審
は
原
告
勝
訴
の
評
決
を
下

し
た
。
被
告
側
の
弁
護
士
は
こ
れ
に
対
し
て
訴
訟
の
事
前
通
知
の
適
切
性
を
争
っ
た
た
め
、
こ
れ
以
上
過
失
の
推
定
の
論
点
が
争
わ
れ

（
削
凶
）

る
こ
と
な
く
訴
訟
は
終
結
し
た
。
本
件
に
お
い
て
、
デ
ン
マ
ン
裁
判
官
が
、
今
日
で
言
う
同
g
e
g－－
S
巳
仲
買
（
過
失
推
定
則
）
の
法

理
の
原
型
と
な
る
よ
う
な
議
論
を
提
示
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
争
わ
れ
る
こ
と
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
議
論
が
放
置

さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

一
八
四
0
年
代
以
前
に
お
い
て
、
鉄
道
事
故
に
関
す
る
訴
訟
の
数
が
極
端
に
少
な
い
の
は
二
つ
の
理
由
の
た
め
で
あ
っ

た。

一
つ
は
、
鉄
道
マ
ニ
ア
の
時
代
以
前
で
あ
り
、
鉄
道
技
術
が
進
歩
す
る
以
前
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以

上
に
、
も
う
一
つ
の
、
法
的
な
理
由
が
存
在
し
て
い
た
。
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ

l
に
お
い
て
、
「
曽

a
o
宮

a
o
s－
－
回
目

o
E
Z
H
g自

宮

a
o
g
（
対
人
訴
訟
唱

S
O
S
－m
a
s
は
人
の
死
亡
と
と
も
に
消
滅
す
る
）
」
と
い
う
法
諺
が
原
則
と
し
て
確
立
し
て
い
た
。
こ
れ
は

対
人
訴
訟
、
す
な
わ
ち
金
銭
債
務
、
対
人
的
義
務
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
訴
え
は
、
訴
訟
継
続
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
の
い
ず
れ
か
一
方
が
死
亡
す
れ
ば
訴
訟
そ
の
も
の
が
消
滅
し
、
遺
言
執
行
者
や
相
続
人
に
は
移
転
し
な
い

（

防

）

（

mm）

と
い
う
原
別
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
諺
を
受
け
て
、
一
八

O
八
年
切
除
問
4
・
国
各
自
事
件
判
決
に
お
い
て
、
ェ

1
レ
ン
パ
ラ
裁
判
官
が

「
民
事
法
廷
（
a
i
－g
R同
）
に
お
い
て
、
人
の
死
を
権
利
侵
害
と
し
て
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
法
原
則
を
確
立
し
た
た

め
、
人
の
死
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
事
故
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
遺
族
が
救

（

釘

）

済
を
得
る
道
は
事
実
上
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
後
に
女
王
座
裁
判
所
の
首
席
裁
判
官
と
な
る
キ
ャ
ン
ベ
ル
卿

p
o
a
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。
白
包
同
》
宮
－
－
）
が
起
草
者
と
な
っ
て
、

一
八
四
六
年
に
致
命
的
事
故
法

q
Z
E
E－
〉
包
含
ロ
g
k
p
a）
が
成
立
し
た
。
こ
の
法
律
は
、

も
し
故
人
が
生
き
て
い
た
な
ら
訴
訟
を
提
起
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
場
合
に
、
遺
言
執
行
者
や
遺
産
管
理
人
な
ど
の
人
格
代
表
者
の

（

ω）
 

訴
権
を
認
め
、
賠
償
金
を
親
族
に
配
分
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
条
で
、
非
行
や
不
作
為
や
怠
慢
に
よ
り
人
を
死
に

至
ら
し
め
た
者
は
、
被
害
者
が
生
存
し
て
い
た
な
ら
責
任
を
負
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
免
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
、
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
法
令
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
法
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
た
の
で

（

ω）
 

一
八
六
四
年
の
改
正
で
、
遺
族
の
損
害
賠
償
請
求
が
条
件
付
き
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
鉄
道
事

あ
る
。
更
に
、

故
関
係
の
訴
訟
は
六

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
に
か
け
て
急
増
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

さ
て
、

n
R宮
巾
事
件
判
決
に
お
け
る
デ
ン
マ
ン
首
席
裁
判
官
の
「
過
失
の
推
定
」
原
理
は
そ
の
後
、
鉄
道
会
社
の
過
失
を
明
確
に

鉄道事故とネグリジェンス責任の形成

立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
被
害
者
側
の
難
題
を
緩
和
す
る
働
き
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（

m山
）

8
7
w
図。守町内白色－

q・
事
件
判
決
は
、
原
告
が
鉄
道
橋
の
崩
落
の
結
果
損
害
を
被
っ
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
が
、
財
務
裁
判
所
の
ポ
ロ

一
八
四
八
年
の
の
8
8
4・
nvge

ツ
ク
首
席
裁
判
官
（
F
E
o
n－
円
円
・
回
・
）
は
、
被
告
鉄
道
会
社
が
完
全
に
有
能
な
人
聞
を
雇
い
、
最
良
の
方
法
で
か
つ
最
高
の
材
料
を
用

い
て
鉄
道
橋
を
造
っ
た
の
で
あ
れ
ば
（
そ
し
て
そ
れ
を
証
明
す
れ
ば
）
事
故
の
責
任
は
な
い
が
、
「
た
だ
橋
を
作
る
た
め
に
有
能
な
人

物
を
雇
っ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
被
告
は
当
該
事
故
の
責
任
を
負
わ
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
た
。
ま
た
、

（

η）
 

五
O
年
の

ω在
E
R
4・
E
昆
o
p
回円筒
v
gロ
h
v
ω
O
E
S
n
B
a
a－
事
件
判
決
は
、
被
告
会
社
（
従
業
員
）
の
不
注
意
・
ネ
グ
リ
ジ
ェ

ン
ス
・
不
適
切
な
行
為
に
よ
っ
て
、
列
車
が
別
の
列
車
と
衝
突
し
、
乗
客
で
あ
っ
た
原
告
が
損
害
を
被
っ
た
と
し
て
訴
え
た
事
例
で
あ

る
。
原
告
が
乗
っ
て
い
た
列
車
は
別
の
会
社
が
借
り
た
列
車
で
、
切
符
も
そ
の
会
社
か
ら
購
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
後
に
財
務
裁
判

所
裁
判
官
と
な
る
プ
ラ
ム
ウ
ェ
ル
（
耳
目
当
冊
目
）
は
、
事
故
が
被
告
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
帰
結
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
運
送
契
約
が
原
告
と
被
告
の
問
で
結
ぼ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
訴
え
の
却
下
を
求
め
た
。
だ
が
、
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財
務
裁
判
所
は

事
故
の
事
実
そ
れ
自
体
が
被
告
の
側
の
ネ
グ

ジ
.x. 

/ 

ス
の
ー「

応
の
証
拠

唱

~－ 
S' o. 
('D 

('D s. 
p.. 
冊
目
n 
伺

Lー

で
あ
り
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原
告
が
被
告
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
構
成
す
る
事
柄
を
特
別
に
探
る
必
要
は
な
い
と
い
う
オ
ル
ダ
l
ソ
ン
裁
判
官
（
旨
骨
窃
吉
岡
・
）

の
見
解
を
支
持
し
た
。
こ
う
し
た
「
過
失
の
推
定
」
原
理
は
、
原
告
の
過
失
証
明
の
負
担
を
緩
和
す
る
一
方
で
、
被
告
の
過
失
不
存
在

の
証
明
の
レ
ベ
ル
を
引
き
上
げ
る
働
き
を
担
っ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
鉄
道
会
社
の
責
任
は
、
事
実
上
の
（
骨

p
a
o）
厳
格
責
任
化
し

つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

、
し
か
し
、
裁
判
官
た
ち
の
聞
で
こ
の
よ
う
な
方
向
性
に
対
す
る
反
省
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
五
六
年
の
巧
－
aMmwB4・
の
店
主

（花）

zo昆
M
O
B
S一
・
事
件
判
決
で
は
、
プ
ラ
ム
ウ
ェ
ル
裁
判
官
（
同
年
就
任
）
は
、
原
告
勝
訴
の
陪
審
評
決
に
対
し
て
、
原
告
の
証
明
責
任

（

m
M）
 

を
持
ち
だ
し
て
、
再
審
理
を
命
じ
た
。
六

O
年
の

g
o
W
2
4・開
8
5
g
n
。E巳
g
－S
・
事
件
判
決
は
、
蒸
気
機
関
車
の
車
輸
の
潜
在

的
な
欠
陥
の
た
め
脱
輪
、
脱
線
し
、
原
告
が
損
害
を
被
っ
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
欠
陥
に
つ
い
て
は
、
会
社
は
も
ち
ろ
ん
従
業
員
も

知
ら
な
か
っ
た
。
女
王
座
裁
判
所
の
コ

I
パ
l
ン
首
席
裁
判
官

8
2
5
E
n－
－
）
は
、
陪
審
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

す
な
わ
ち
、
技
量
・
注
意
・
判
断
力
に
よ
っ
て
、
旅
客
を
危
険
や
事
故
か
ら
保
護
す
る
こ
と
が
す
べ
て
可
能
で
あ
る
と
、
鉄
道
会
社
に

期
待
す
る
の
は
可
能
だ
が
、
「
合
理
人
（
円
B
S
E
e－O
B自
）
と
し
て
」
そ
の
原
理
を
あ
て
は
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鉄
道
会
社
の

業
務
は
科
学
の
目
で
欠
陥
を
探
す
こ
と
で
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
「
合
理
的
か
つ
実
際
的
観
点
で
問
題
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

述
べ
た
。
陪
審
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
、
被
告
の
過
失
や
注
意
の
欠
加
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
被
告
勝
訴
の
評
決
を
下
し
た
の

（刊）

一
方
、
六
二
年
の
宮
邑
4
・
E
邑
g
h
w
ω
s
p
d『
g
S
E
a－
事
件
判
決
は
、
脱
輸
事
故
で
客
車
か
ら
投
げ
出
さ
れ
、
原
告

で
あ
る
。

が
損
害
を
被
っ
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
原
告
は
、

レ
ー
ル
の
ゲ
l
ジ
が
不
揃
い
だ
っ
た
こ
と
、
車
輪
が
不
適
切
な
状
態
に
あ
っ
た
こ

と
、
し
か
も
事
故
時
は
ス
ピ
ー
ド
の
出
し
過
ぎ
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
三
つ
の
点
で
被
告
に
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
あ
っ
た
と
主
張
し

た
。
他
方
、
被
告
は
、
実
際
の
経
験
上
車
輸
の
交
換
時
期
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
、
ど
の
客
車
も
点
検
済
み
で
、



い
か
な
る
危
険
の
兆
候
も
な
く
動
い
て
い
た
こ
と
を
技
師
が
証
明
し
た
こ
と
、
線
路
の
状
態
も
常
に
点
検
し
て
お
り
、
事
故
の
数
分
前

に
列
車
が
安
全
に
通
行
し
て
い
た
こ
と
、

ス
ピ
ー
ド
も
時
速
三

0
マ
イ
ル
以
下
で
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
し
た
。
人
民
間
訴
訟
裁
判
所

（わ

OEO同

E
g
g
s
M
M
－g回
）
の
ア
1
ル
首
席
裁
判
官
（
開
号
。
・
』
・
）
は
陪
審
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。
「
鉄
道
会
社
は

合
理
的
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
旅
客
の
安
全
と
利
便
を
守
る
た
め
に
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
実
際
の
や
り
方
で

最
良
の
予
防
策
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
：
：
：
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
鉄
道
自
体
は
最
近
導
入
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
そ
の
維
持
管

理
は
経
験
の
問
題
で
あ
り
、
日
増
し
に
増
大
し
て
い
る
実
際
の
知
識
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
：
：
：
鉄
道
会
社
が
、
旅
客

の
安
全
と
利
便
の
た
め
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
実
際
の
や
り
方
で
あ
ら
ゆ
る
予
防
策
を
用
い
た
の
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
」
。
陪
審
は

鉄
道
会
社
に
対
し
て
最
高
度
の
注
意
を
期
待
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
「
会
社
は
有
罪
と
評
決
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
会
社
は
、
利
便
性
と
い
う
よ
り
大
き
な
も
の
を
犠
牲
に
す
れ
ば
、
安
全
の
た
め
に
よ
り
よ
い
こ
と
を
な
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で

鉄道事故とネグリジェンス責任の形成

あ
る
」
。
し
か
し
、
こ
の
説
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
陪
審
は
原
告
勝
利
の
評
決
を
下
し
、
上
訴
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
訴
訟
は
終
結
し
た
。
凶

（布）

Z

本
判
決
で
は
原
告
が
勝
訴
し
た
が
、
「
過
失
の
推
定
」
原
理
自
体
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
捌Fhυ 

A
K
u
 

n
M
U
 

引
りqo 

nペ
U十

円
点
U

0
4
 

F

、υ学法大阪

た
、
こ
れ
ら
の
判
決
に
お
い
て
、
「
合
理
的
」
と
い
う
文
言
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

－pgaMga〈
・
冨
芭

g
a
m可
・
事
件
は
、
欠
陥
車
輸
の
破
損
に
よ
り
脱
線
し
た
結
果
、
原
告
が
損
害
を
被
っ
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。

被
告
側
は
、
そ
の
欠
陥
が
発
見
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
事
故
の
前
に
も
合
理
的
な
検
査
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
組
ま
れ
て
い
た
こ
と
を

証
明
し
、
原
告
の
事
故
は
「
純
粋
な
事
故
」
の
結
果
で
あ
っ
て
、
被
告
に
は
何
ら
有
責
な
行
為
は
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
。
他
方
、
原

告
側
は
、
「
旅
客
運
送
人
は
車
両
が
旅
客
の
路
上
運
送
に
適
し
て
い
る
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
」
と
い
う
意
見
を
提
示
し
た
。
こ
れ
は

従
来
の
先
例
で
は
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
見
解
で
は
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

E
－B含
4
－

E
R
n
v
m門
事
件

（市）

判
決
で
危
険
物
の
逸
失
に
対
す
る
厳
格
責
任
が
先
例
と
し
て
確
立
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
事
故
法
に
対
す
る
裁
判
所
の
評
価
が
過
失



（
四
回
己
円
）
を
基
礎
と
す
る
も
の
か
ら
厳
格
責
任
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
な
さ
れ
た
弁
論
で
あ
ろ

（

打

）

（

市

）

う
と
コ
ス
タ
ル
は
指
摘
し
て
い
る
。
六
七
年
の
女
王
座
裁
判
所
の
判
決
で
は
、
ラ
ッ
シ
ュ
裁
判
官
（
F
E
F
H
）
と
メ
ロ
l
裁
判
官
（
冨
色
白

ど
は
、
欠
陥
が
製
造
過
程
に
お
い
て
用
心
で
き
ず
、
そ
の
後
の
検
査
で
も
発
見
で
き
な
い
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

そ
の
欠
陥
の
帰
結
に
対
し
て
は
責
任
を
負
わ
な
い
、
旅
客
運
送
人
は
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
対
し
て
の
み
責
任
を
負
う
と
い
う
の
が
コ
モ

ン
・
ロ
l
の
原
別
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

一
方
、
ブ
ラ
ッ
ク
パ

l
ン
裁
判
官
宙
E
n
5
Rロ
ピ
だ
け
が
、
旅
客
運
送
人
は
保
険
者
で

は
な
い
が
、
自
ら
の
危
険
で
、
旅
客
運
送
に
事
実
上
合
理
的
に
十
分
で
あ
る
よ
う
な
車
輔
を
提
供
す
る
義
務
が
あ
り
、
そ
の
義
務
は
絶

対
で
、
た
と
え
潜
在
的
な
欠
陥
か
ら
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
の
い
か
な
る
不
足
の
帰
結
に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
判
示
し
た
。
そ
の
後

誤
審
請
求
に
よ
り
、
財
務
府
会
議
室
裁
判
所
（

P
Eえ
開
H
n
Z
S
E
R
2
2
Z円
）
に
移
送
さ
れ
た
が
、
六
九
年
の
同
裁
判
所
の
判

（叩）決
に
お
い
て
、
全
員
一
致
で
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
鉄
道
会
社
と
は
、
旅
客
を
安
全
に
運
送
す
る
こ
と
に
（
技
量
と
先
見
に
よ
っ
て
）

注
意
を
払
う
と
い
う
契
約
が
結
ぼ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
人
間
の
技
量
で
は
予
測
も
発
見
も
で
き
な
い
よ
う
な
機
械
の
潜
在
的
な
欠
陥
か
ら

生
じ
た
乗
客
の
損
害
に
対
し
て
は
責
任
を
負
わ
な
い
、
と
。
判
決
を
書
い
た
モ
ン
タ
l
ギ
ュ
・
ス
ミ
ス
裁
判
官
（
冨

g
g官。
ω
E
S
H）

は
、
更
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
旅
客
が
被
っ
た
損
害
を
め
ぐ
る
鉄
道
会
社
に
対
す
る
訴
訟
ほ
ど
近
年
頻
繁
に
な
っ
た
訴
訟
は

な
い
」
が
、
こ
う
し
た
事
件
で
、
裁
判
官
は
陪
審
に
対
し
て
、
被
告
が
「
注
意
や
技
量
を
欠
い
て
」
行
為
し
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る

ょ
う
説
示
し
て
き
た
。
鉄
道
事
故
訴
訟
は
例
外
な
く
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
訴
訟
で
あ
る
、
と
。

「
過
失
の
推
定
」
原
理
が
鉄
道
事
故
訴
訟
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
過
程
に
つ
い
て
、

コ
ス
タ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
。
「
過
失
の
推
定
」
原
理
は
、
法
を
事
実
上
の
厳
格
責
任
に
近
づ
け
た
い
と
い
う
、
陪
審
の
自
然
な
傾
向
と
結
び
つ
い
て

い
た
。
仮
に
そ
う
な
る
と
、
鉄
道
会
社
は
不
注
意
や
不
当
な
行
為
の
明
白
な
証
拠
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
損
害
を
受
け
た
旅
客
に
対

し
て
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
訴
訟
が
「
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」
訴
訟
と
し
て
提
起
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
過
失

（阪大法学） 52 (3・4-338)886〔2002.11〕



（

ω）
 

（
俊
一
己
件
）
の
観
念
に
基
礎
を
お
く
責
任
理
論
か
ら
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
、
と
。

（
創
出
）

実
際
、
例
え
ば
ア
1
ル
裁
判
官
も
、
富
良
o
－－4・
ωgpdEh協
同
司
・
事
件
判
決
に
お
い
て
、
「
『
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
』
と
い
う
言
葉
が
用

い
ら
て
い
る
そ
の
意
味
の
無
定
義
な
許
容
範
囲
を
み
る
と
、
私
に
は
、
不
確
実
な
法
と
い
う
害
悪
が
致
命
的
な
ま
で
に
も
た
・
り
さ
れ
て

い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
」
と
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。

一
八
世
紀
中
期
の
裁
判
官
た
ち
は
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
訴
訟
の
厳
格
責
任
化

傾
向
が
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
厳
格
責
任
の
境
界
線
を
崩
し
て
し
ま
い
、
ひ
い
て
は
法
体
系
が
危
機
に
晒
さ
れ
る
と
い
う
危
機
感
を
抱

い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
こ
う
し
た
事
態
は
、
損
害
賠
償
訴
訟
の
コ
ス
ト
な
ら
び
に
賠
償
額
の
支
払
い
と
い
う
負
担
の
た
め
、

（
加
出
）

鉄
道
会
社
に
と
っ
て
も
危
機
で
あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
厳
格
責
任
化
傾
向
が
進
む
と
、
被
害
者
が
訴
訟
を
提
起
し
や
す
く
な
り
、
訴

訟
が
増
大
し
て
し
ま
う
。
致
命
的
事
故
法
が
一
八
六
四
年
に
改
正
さ
れ
て
遺
族
の
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、

そ
う
し
た
事
態
が
現
実
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
裁
判
所
に
と
っ
て
、
従
来
の
原
則
に
基
づ
く
判
断
は
、
訴
訟
洪
水
の

鉄道事故とネグリジェンス責任の形成

危
険
を
防
ぐ
意
味
で
も
、
ど
う
し
て
も
譲
れ
な
い
一
線
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

五

ま
と
め
に
か
え
て

鉄
道
時
代
以
前
の
法
に
お
い
て
、
旅
客
運
送
人
は
、
不
注
意
に
よ
っ
て
旅
客
に
損
害
を
与
え
て
し
ま
っ
た
場
合
、
責
任
を
負
う
と
さ

れ
て
い
た
。
原
告
は
被
告
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
存
在
を
立
証
す
る
必
要
は
あ
っ
た
が
、
運
送
人
に
要
求
さ
れ
て
い
る
注
意
の
レ
ベ
ル

は
非
常
に
高
度
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
鉄
道
が
登
場
す
る
と
、
旅
客
運
送
人
が
不
注
意
に
よ
っ
て
旅
客
に
損
害
を
与
え
た
場
合
責

任
を
負
う
と
い
う
原
則
自
体
は
変
化
し
な
か
っ
た
が
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
立
証
の
問
題
が
前
面
に
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
裁
判

官
た
ち
は
最
初
、
過
失
の
立
証
責
任
を
事
実
上
転
換
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
た
が
、
そ
の
方
向
性
が
旅
客
運
送
人
の
責
任
そ
の
も

の
を
厳
格
責
任
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
、
旅
客
運
送
人
の
責
任
の
原
則
を
維
持
す
る
た
め
に
、
再
び
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス

（阪大法学） 52 (3・4-339)887〔2002.11〕



の
立
証
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
更
に
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
「
合
理
的
」
「
実
際
的
」
「
合
理
人
」
「
経
験
」
と
い
っ
た
文
言
が
多

（
的
回
）

書
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
直
接
的
に
は
盟
三
二
・
田
口
昆
ロ
m
v
g
d言
。
言
R
E
P－
事
件
判
決
で
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
判

断
基
準
と
し
て
、
合
理
人
基
準
が
確
立
し
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
合
理
人
基
準
が
、

一
種
の
フ
ォ

1
カ
ル
ポ
イ
ン
ト

（
同

3
－
吉
宮
）
｜
｜
過
去
の
意
思
決
定
や
価
値
判
断
が
自
明
で
ユ
？
ク
な
特
性
を
有
し
て
い
る
た
め
、
現
在
の
人
々
の
期
待
や
認
識

〔

M）

を
そ
こ
に
収
敏
さ
せ
て
し
ま
う
、
そ
う
し
た
過
去
の
決
定
や
判
断
の
こ
と
ー
ー
と
し
て
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
基
準

は
、
従
来
型
の
非
常
に
高
度
な
注
意
の
レ
ベ
ル
を
下
げ
る
働
き
も
有
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、

m
g昏
B
色
事
件
判
決
で
、
思
－
自
一
色
回

事
件
判
決
の
危
険
物
に
対
す
る
責
任
原
理
を
適
用
す
る
余
地
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
み
れ
ば
明
白
で
あ
ろ

（
筋
）

ぅ
。
合
理
人
基
準
の
適
用
が
、
裁
判
官
た
ち
の
密
か
な
政
策
的
意
図
の
反
映
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

一
つ
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
鉄
道
事
故
に
お
い
て
、
旅
客
運
送
人
の
責
任
は
運
送
契
約
に
由
来
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も

コ
モ
ン
・
ロ

1
上
要
請
さ
れ
た
義
務
に
由
来
す
る
の
か
、
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
当
時
の
裁
判
官
た
ち
の
認
識

は
暖
昧
な
ま
ま
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
本
稿
の
事
例
の
よ
う
に
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
原
因
と
す
る
訴
訟
が
多
発
し
た
こ

と
が
、
独
立
し
た
不
法
行
為
と
し
て
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
訴
訟
の
確
立
に
大
き
く
寄
与
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題

は
、
契
約
の
履
行
時
に
契
約
当
事
者
外
の
第
三
者
が
損
害
を
被
っ
た
と
い
う
事
例
に
お
い
て
、
よ
り
先
鋭
的
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

（

mm）
 

っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
筆
者
の
以
前
の
論
稿
で
検
討
し
た
の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

も
う
一
つ
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
当
時
の
裁
判
官
た
ち
は
合
理
人
基
準
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
本
稿
の
官
頭
で
述
べ
た
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
責
任
の
起
源
を
め
ぐ
る
英
米
園
の
議
論
を
、
こ
こ
で
再
び
聞
い
な
お
さ
な
い

と
い
け
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
経
済
発
展
の
保
護
と
い
う
政
策
的
関
心
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
問
い
か
け
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
以
前
の
論
稿
で
検
討
し
て
き
た
の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
る
が
、
こ
こ
で
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は
こ
の
間
い
に
対
し
て
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
仮
説
を
提
示
し
て
み
た
い
。

前
近
代
に
お
い
て
、
旅
客
運
送
人
が
自
然
の
災
害
、
予
測
で
き
な
い
事
態
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
か
っ
た
の
は
、
自
然
現
象
で
あ

る
以
上
、
防
ぎ
ょ
う
が
な
い
の
で
、
そ
の
責
任
を
負
担
さ
せ
る
の
は
酷
で
あ
る
と
の
判
断
が
働
い
た
か
ら
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
。

（
釘
）

方
、
近
代
に
な
る
と
、
リ
ス
ク
社
会
論
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
リ
ス
ク
が
人
為
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、

リ
ス
ク
は
「
偶
然
」
で
は
な
く
、
人
聞
に
と
っ
て
操
作
可
能
で
あ
り
、
人
間
の
責
任
で
あ
る
と
い
う
精
神
態
度
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
リ
ス
ク
そ
の
も
の
を
除
去
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
人
聞
は
リ
ス
ク
発
現
の
確
率
を
な
る
だ
け
減
ら
す
こ
と
で

事
故
を
抑
止
す
る
以
外
に
、
リ
ス
ク
に
対
処
す
る
方
法
は
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
故
は
な
く
な
ら
な
い
と
い
う

認
識
に
立
つ
と
、

F
E
事
件
判
決
に
お
け
る
ア
！
ル
首
席
裁
判
官
の
見
解
の
よ
う
に
、
現
実
化
す
る
可
能
性
の
あ
る
事
故
費
用
と
損

害
回
避
費
用
を
絶
え
ず
計
算
し
て
、
事
故
抑
止
に
努
め
る
H
注
意
す
る
義
務
を
鉄
道
会
社
に
負
わ
せ
る
と
い
う
立
論
が
可
能
に
な
る
。

鉄道事故とネグリジェンス責任の形成

他
方
、
シ
ヴ
ェ
ル
ブ
シ
ュ
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
初
期
の
鉄
道
旅
行
者
が
抱
い
て
い
た
事
故
の
不
安
感
（
い
つ
事
故
が
起
き

る
か
）
は
、
鉄
道
技
術
に
慣
れ
て
い
く
と
除
去
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
事
故
は
、
技
術
を
基
礎
に
し
た
慣
れ
に
起
因
す
る
安
心

（
同
山
）

感
を
突
加
と
し
て
崩
し
て
し
ま
う
。
人
々
は
事
故
の
恐
怖
感
や
衝
撃
に
襲
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
、
事
故
は
な
く
な

ら
な
い
。
な
ら
ば
、
不
意
打
ち
で
恐
怖
や
衝
撃
を
受
け
な
い
よ
う
に
事
前
に
心
の
準
備
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
陪
審
が
鉄
道
会
社

に
事
実
上
の
厳
格
責
任
を
課
そ
う
と
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
事
故
の
恐
怖
・
衝
撃
に
対
す
る
自
然
な
反
応
（
ど
ん
な
理
由

で
あ
れ
事
故
を
起
こ
し
た
方
が
悪
い
と
い
う
反
応
）
と
し
て
解
釈
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
々
の
自
然
で
日
常
的
な
法
感
情
に
基
づ

い
て
、
鉄
道
会
社
の
厳
格
責
任
を
規
定
す
る
議
論
は
先
述
し
た
よ
う
に
可
能
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
が
あ
り

え
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
前
者
の
オ
プ
シ
ョ
ン
が
フ
ォ

1
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
機
能
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
裁
判
所
は
、
潜

在
的
欠
陥
や
予
想
し
え
な
い
事
態
に
よ
っ
て
事
故
が
生
じ
る
ケ
1
ス
よ
り
も
、
従
業
員
や
会
社
の
不
注
意
で
事
故
が
生
じ
る
ケ
！
ス
の

（阪大法学） 52 (3・4-341)889〔2002.11〕



方
が
遥
か
に
多
い
と
い
う
こ
と
を
、
訴
訟
を
通
じ
て
認
識
し
て
い
た
か
ら
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
鉄
道
会
社
が
前
者
の
事
故
に
備

え
て
最
高
度
の
科
学
技
術
を
投
入
す
る
よ
り
も
、
後
者
の
事
故
に
備
え
て
、
日
常
の
点
検
や
事
故
防
止
措
置
を
充
実
さ
せ
た
り
、
従
業

員
に
事
故
防
止
の
た
め
相
当
の
注
意
を
払
う
よ
う
に
意
識
さ
せ
る
方
が
、
事
故
件
数
を
減
ら
す
と
い
う
点
で
は
、
当
時
に
お
い
て
は
遁

（鈎）

か
に
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
前
者
の
事
故
予
防
を
促
進
さ
せ
る
よ
う
な
法
制
度
よ
り
も
、
後
者
の
事
故
予

防
を
促
進
さ
せ
る
法
制
度
の
方
が
望
ま
し
い
。
放
に
、
義
務
水
準
を
合
理
人
基
準
に
設
定
し
て
お
い
て
、
義
務
違
反
し
な
い
よ
う
に
鉄

道
会
社
の
み
な
ら
ず
そ
の
従
業
員
全
員
に
「
常
に
意
識
さ
せ
る
」
こ
と
が
、
事
故
抑
止
の
望
ま
し
い
方
法
で
あ
る
と
、
認
識
し
て
判
決

を
下
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
実
際
」
や
「
経
験
」
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
実
践
知
の
身
体
化
に
も
つ
な
が
る
。
こ
の
作
業

は
、
特
定
集
団
に
対
し
て
、
行
為
や
社
会
関
係
の
規
範
的
な
パ
タ
ー
ン
を
提
示
し
、
そ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
を
制
度
的
秩
序
と
し
て
確
立

（

ω〉

一
度
制
度
的
秩
序
と
し
て
確
立
す
る
と
、
そ
れ
は
外
部
か
ら
個
人
を
拘
束
す
る
義
務
と
し
て
物
象
化
さ
れ
る
。

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
近
代
的
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
社
会
的
に
構
成
さ
れ
た
観
念
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（l
）
加
藤
一
郎
編
『
注
釈
民
法
（
一
九
）
』
（
有
斐
閥
、
一
九
七
五
年
）
九
頁
。

（2
）
』
・
国
・
4
5聞

g
R
P
同町田匂
oav－－
S
沙
門
斗

01吉
田

kpap
叶同相当－

F・
阿
君
・
（
凶
器
6
・署・

ω51ωHN
司・国・
4
『E
a
p
d岡
田
富
喜
え

hpvmozsEち
陸
宮

AHNF・
c・－N
・（
H
s
e－M
Y
お
・
も
っ
と
も
両
者
の
見
解
が
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
詳
し
く
は
、
伊
藤
正
己

『
イ
ギ
リ
ス
法
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）
三
三
0
1三
三
四
頁
。

（3
）
。
・
4
『・国
o
z
z
＝叩
n
o
s
s
s
z
d司（
E
E
P回
同

0
5・
h
F
E－－
H∞∞同）・若－
g
t
E・

（4
）
冨
・
』
・
図
。
三
件
N－
S
M
2
2
5
B嵐
広

8
0
2
B
g
g
E当
尽
き
ム
∞
g
（E
P
C号－

P
E
S－
－
∞
印
IHS－

（5
）
「
冨
・
司
旦
邑
自
民
rkp
呂田仲
o
q
a旨
忠
弘

h
H
E
d
F
a
g
s
h
w
ω
s
g
H
R
E
U可

N）・唱・
ω
g
h
g・

（6
）
の
・

ω各
当
時
HFJ「
o
a
E当
g
a
s
o
開
8
8自
可
宮

z
s
s
g径
の
g
g
q
〉
自
色
SHhp
同開宮町円買一
m
g
E
p
g
d庄内
wF・』・（
HSH）・司・

ロq
R・。・符
F
S
E
h
z
n
E
B己
貸

O
B
R
q
〉旨
E
n
s
－JoaEd『・
8
c－
n－
rhp－
F
河町
4
・（
H
S
S・司－
E
H
R・

（7
）河・』・

5
n
N
R
O
S
E－
－
聞
の
g
g
o
p
E
d『凶器開吋一
O富
島
門
民
有
呂
町
丹
市
g
a
T
n
S
E
q
．2
R
E
F
E
。
E
o
ω
S
S
F・』・（
H
S
S－苫・
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鉄道事故とネグリジェンス責任の形成

HHN斗
BHH喧喧
・

（8
）
の
・
開
・
当
EHm－
↓
。
ユ
岡
弘
曲
者
宮
〉
ヨ
mユgHhp出回口丹市－－巾
nHE邑
田
町
同
O『
可
（
。
比
R
P
S∞。）・℃唱・
ωtH申・

（9
）
河
・
4

司・冨－

E
a
h
w
回・

ω・玄白円骨内田町民少、
H，o江
戸
曲
者
（
。
辻
角
門
戸

N
E－
a
－L
s
s
h司－
S
』き・

（
叩
）
拙
稿
「
契
約
当
事
者
関
係
の
誤
謬
に
お
け
る
市
場
社
会
の
法
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
『
阪
大
法
学
』
第
四
八
巻
第
三
号
（
一
九
九
八
年
）
七

四
五

i
七
七
一
頁
、
「
注
意
義
務
論
と
裁
判
官
の
社
会
認
識
」
『
阪
大
法
学
』
第
四
八
巻
第
六
号
（
一
九
九
九
年
）
一
四
六
三
1
一
四
九
O
頁、

「
責
任
意
識
の
制
度
化
と
近
代
化
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
上
）
（
下
）
」
『
阪
大
法
学
』
第
五

O
巻
第
四
号
（
二

O
O
O年
）
五
九
三

1
六
一
七

頁
、
第
五

O
巻
第
六
号
（
二

O
O
一
年
）
九
二
三
1
九
五
九
頁
。

（
日
）
法
と
産
業
革
命
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
経
済
や
国
家
と
の
連
関
を
ふ
ま
え
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、

U・
ω高
間
g
g－
E
戸
別

g
g
B可

B
E
F叩
ω
S
8
5
何回開｝自
ι・
口
8
1
5
E
H
F白
骨
冨
a
R
U
E巾
F
E
U－
ωロ同一向
B
S
E－－戸冊拘白
rq－
E
g－。匂白ロ品、『町内
ω
g
z
s
s
ι
冊目－
n

p
J
S∞
ω）・
3
・
N
Z
I
N
g－
法
文
化
研
究
会
編
訳
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
社
会
』
（
風
行
社
、
一
九
九
三
年
）
一
一
一
一

1
コ
二
四
頁
。

（
ロ
）
ラ
イ
ヒ
責
任
法
第
一
条
で
、
事
故
が
不
可
抗
力
も
し
く
は
被
害
者
の
過
失
に
よ
る
こ
と
を
立
証
し
な
い
限
り
、
鉄
道
会
社
が
責
任
を
負

う
と
規
定
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
邦
語
文
献
が
存
在
し
て
い
る
。
錦
織
成
史
「
不
可
抗
力
と
避
け
る
こ
と
の

で
き
な
い
外
的
事
実
」
法
学
論
叢
第
一
一

O
巻
四
・
五
・
六
号
一
九
九
1
二
三
八
頁
、
北
山
雅
昭
ご
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
損
害
賠
償

法
の
一
側
面
（
l
）
」
早
大
院
法
研
論
集
第
四
O
号
（
一
九
八
七
年
）
一
一
三

1
一
三
八
頁
を
参
照
の
こ
と
。
他
の
諸
国
に
つ
い
て
は
、
』
・

ω・

』
g
ロ
由
民
a
z
a
p
c
F
F
B回
忌
三
E
巳
ミ

E
O
同町内開

g
g
g
M
n
P
E
E
S
C同
吾
巾
河
包
z
a
d司
R
E
a
z
E
P
R
E
n
o
g
g
a
p
s問自信回・

。
5
8
h
w【

U
0
・・）
H
Y

科会
t
念
日
・
参
照
。

（
臼
）
日
本
法
の
場
合
、
鉄
道
事
業
者
は
運
送
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
不
履
行
に
よ
り
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
の
と
同
時
に
、
不
法
行
為
に
基

づ
く
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
う
こ
と
が
あ
る
。
前
者
に
関
し
て
、
商
法
五
九
O
条
一
項
は
、
旅
客
運
送
人
は
運
送
に
際
し
、
注
意
を
怠
ら
な

か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
過
失
の
不
存
在
を
証
明
し
な
け
れ
ば
賠
償
責
任
を
負
う
と
定
め
て
い
る
。
山
口
真
弘

『
鉄
道
法
制
概
論
』
（
鉄
道
研
究
社
、
一
九
七
四
年
）
二
九
一

1
二
九
四
頁
。
田
中
誠
二
（
他
）
著
『
コ
ン
メ
ン
タ
！
ル
商
行
為
法
』
（
勤
草
書

房
、
一
九
七
三
年
）
四
九
四
1
四
九
五
頁
。

（
は
）
司
・
4

司
・
』
・
即
時
庄
司

hvω
・∞・回民自白
P
同，

tmd『
S
E
a
r－
＆
冊
目
。
己
ロ
吾
朗
可
可

H
H
E
g
E色
。
。
ョ
宮
ロ
的
色
S

E－－
a
g
a
l
E
S
（。除。ベ
P

巴∞
ω）－w
同州・
4
『・国内
g
E－
E
者
自
ι開口問－
ZF
周回出司副司門
U
8
E
r
g
g
N印
1
5
a
S
H同R
P
昌
宏
）
・
宅
－

N2lωNH・
労
災
事
故
で
傷
害
を
受
け
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た
労
働
者
が
雇
用
者
を
訴
え
た
と
い
う
事
案
が
増
大
し
て
き
た
が
、
裁
判
所
は
例
え
ば
共
同
雇
用
の
原
則
（

8
5日
g
m自
立
ミ

g
g同
E
Z）

｜
｜
被
用
者
が
使
用
者
に
対
し
、
労
働
災
害
で
被
っ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
場
合
に
、
当
該
事
故
が
そ
の
使
用
者
の
下
で
働
く
他
の
同
僚

被
用
者
の
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
い
う
場
合
、
被
用
者
は
賠
償
責
任
を
免
除
さ
れ
る
｜
｜
や
、
危
険
引
受
法
理
（
詳
細
は
拙
稿
「
責
任
意

識
の
制
度
化
と
近
代
化
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
上
）
」
九
三
七
頁
参
照
）
を
用
い
て
訴
え
を
退
け
て
い
た
。
裁
判
所
は
一
般
の
事
故
と
比
べ
て

労
災
事
故
に
対
し
て
は
冷
淡
で
あ
っ
た
。

（
日
）
巴
ghw
冨
同
円
宮
田
仲
良
P
8・a
f
司・

ω
S
F
冨・回
BN
－Rhw』・冨
EMMS・
ω可巾
2
0口、『
O円円印
E
P・邑・（田口同仲間
2
9
1
v
L
s
s－司・印
H
2・

（
国
）
同
M・冨曲
H
v
g
h
z
司馬田ニロ含回件。ロ白】

Z国民
Oロ
（
問
。
邑
邑
同
P
N邑
邑
・

5
∞
ω）ゐ－
NEEN印
印
・
小
松
芳
喬
監
訳
『
最
初
の
工
業
国
家
』
（
日

本
評
論
社
、
一
九
八
八
年
）
二
九
九
i
三
O
O頁
、
小
松
芳
喬
『
鉄
道
の
生
誕
と
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
』
（
清
明
会
叢
書
、
一
九
八
四
年
）
二

九
1
一
O
六
頁
。

（
口
）
戸
田
8
5・
ωo♀
q
g品開
8
5
2
S
冨
邑
巾
円
回
一
E
Eロ
尽
き

B
5
8
（河口邑向島問
9
5由同）
w

唱－

NωH・

（
凶
）
小
池
滋
『
英
国
鉄
道
物
語
』
（
品
文
社
、
一
九
七
九
年
）
一
四
1
一
六
頁
。

（
叩
）
同
二
四
頁
。

（
却
）
切
H
o
g・
8
・
n
p
司－

M出
lNωPN8E自由・・冨白
E
a－－
NEOMm∞
・
訳
三

Q
了
三

O
四
頁
。
剣
持
一
巳
『
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
の
旅
』

（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
三
年
）
一
二
七
頁
。
湯
沢
威
『
イ
ギ
リ
ス
鉄
道
経
営
史
』
（
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
八
八
年
）
一

O
一
1
一一二

O

頁
。
ち
な
み
に
、
鉄
道
建
設
に
あ
た
っ
て
、
個
々
の
鉄
道
計
画
は
法
案
の
形
で
議
会
に
提
出
さ
れ
、
法
案
が
可
決
さ
れ
る
こ
と
で
、
は
じ
め

て
建
設
が
認
可
さ
れ
た
。

（
呂
田
・
の
－

r三
ロ
日

R
q
E
E
F
E
－5
3
（河
O
E
a岡市・
5
一回印）

b
H
g・

（
包
）
』
－

P
R
E－－
d
M
m
Q
2
4
3胃
a
Q
o
E
o
ω
o
nぽ
ヲ
冨
吋
。
）
・
司
－

N
g・
例
え
ば
飛
行
機
に
乗
っ
た
時
に
、
ク
リ
1
ヴ
ィ
！
の
言
葉
が
、

現
代
の
我
々
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
点
に
こ
そ
、
後
述
す
る
産
業
革
命
以
後
の
事
故
観
念
の
本
質
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
お
）
（
U

－
E
n
w
g
p
u
o
g
v
a
s
t
w
Oロ
（
宮
若
宮
、
店
三
）
司
・
芯
ω－－
np
同－
PHH開
門
戸
巳
－

5
3
8
a
わ
島
民
間
百
四
ロ

E
ロ
（
冨
g
n
F
g
m司
C・

p－

N
。。同）・宅－

aga－
小
池
前
掲
七
七
頁
i
八
四
頁
。
ち
な
み
に
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
一
八
六
五
年
に
小
さ
な
鉄
道
事
故
を
実
際
に
経
験
し
て
い

る
。
宅
－

W
E
2
m
g
g
n
y
の
mREnFHm
含同盟国国一
E
H
R
g
m
H
N
R
E品
E
E包
庄
司
包
括

4
S
E
E
S
E
ι
N
S
E
E－
E肖
F
S
ι
2
（恩師

nF旬

、『
2
2
F
S
E
n
F
〈
包
括

L
司
3
・
a
－
HNωlHN品
・
加
藤
二
郎
訳
『
鉄
道
旅
行
の
歴
史
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
二
年
）
一
七
四

i
一
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鉄道事故とネグリジェンス責任の形成

七
五
頁
。
な
お
筆
者
は
独
語
版
よ
り
図
版
の
詳
細
な
英
語
版
（
d
一
巳
司
－

n色
野

g
u
p－－
5
3）
も
参
照
し
て
い
る
。

（鈍）

8
・
n・回－
E
骨

m
g
d
H
O
E
－S可
〉
阿
久

9
5
5
E
P
E
S－司・出・

（
お
）
刷
・
盟
o
n
F
S白同一
g
（
ω昏
HESHFHSS・
ω・
5
H・

（部）

ω岳
町

4mggnF
白・白・。・

ωω
・ロ∞

IHN0・
訳
一
六
八
1
一
七
O
頁。

（
幻
）
例
え
ば
、
一
九
六
一
年
の
ト
ン
ネ
ル
事
故
で
三
七
名
死
亡
し
、
一
八
六
八
年
の
衝
突
事
故
で
は
三
二
名
死
亡
し
て
い
る
。

a・』・盟
Ba

vω
・
と
こ
ろ
で
、
デ
ィ
ズ
レ
リ
l
の
小
説
の
中
で
、
金
さ
え
払
え
ば
誰
で
も
同
席
可
能
な
鉄
道
を
、
危
険
な
民
主
主
義
化
、
人
聞
の
平
等

化
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
憤
慨
す
る
貴
族
が
登
場
す
る
が
宙
・
巴
g
o
p
喧
Z
－
R
P冊、
2
0
5
E号
室
・
4
E
H
R
E
E
F
S
2）
）
、
も
し

か
し
た
ら
、
平
等
や
民
主
主
義
と
い
っ
た
観
念
は
こ
う
し
た
日
常
意
識
の
中
で
感
覚
的
に
「
体
得
」
さ
れ
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

う
し
た
意
味
で
、
産
業
革
命
に
よ
る
資
本
主
義
化
の
過
程
と
い
う
の
は
、
も
し
か
し
た
ら
主
体
H
市
民
の
意
識
形
成
に
、
我
々
が
一
般
に
想

定
し
て
い
た
以
上
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
却
）
拙
稿
「
責
任
意
識
の
制
度
化
と
近
代
化
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
上
）
」
六
O
三
1
六
一
七
頁
。

（
却
）
司
・
当
・
富
民
神
宮
出
品
・

3
2
0
5
2
z
a
s
曲件。

O
B
B
S
E
d司（わ
S
E
a同町
C
一号－

F
量・・

5
8・苫・
ω
E
H・
河
合
博
訳
『
イ
ギ
リ

ス
私
法
の
淵
源
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
）
八
九
1
九
一
頁
。
ト
レ
ス
パ
ス
訴
訟
の
起
源
は
重
罪
犯
罪
者
に
対
す
る
ア
ピ
ー
ル

訴
訟
（
省
官
色
。
コ

asち
で
あ
り
、
ト
レ
ス
パ
ス
を
犯
し
た
と
さ
れ
た
被
告
は
罰
金
と
自
由
刑
が
課
せ
ら
れ
る
。
こ
の
点
が
、
ト
レ
ス

パ
ス
訴
訟
が
準
刑
事
的
性
質
を
持
つ
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
モ
ン
・
ロ
1
上
の
不
法
行
為
訴
訟
が
こ
の
ト
レ
ス
パ
ス
訴
訟

に
起
源
を
持
つ
が
故
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
l
に
お
い
て
民
事
と
刑
事
の
境
界
線
が
不
分
明
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（初）

E
p
h唱－
E
E印
印
・
訳
一
二
三
1
一
二
五
頁
。

（
剖
）
何
百
豆
島
田
4
・
口
問
宵
（
見
M
印）－

H
ω
S・
8
P
器
開
・
同
・
記
叶
・

（招）

d
s
E
2
4・国
o
E昆
（

H自
ω）
呂
田
昌
－

HHMLE
阿
・
同
・
宮
∞
・
な
お
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
富
－

H
E
n
E
H
P
司
自
宮
田
9
8
3
8
ι

吾

m
E
－Eロ
君
臨

U
2
4・国
oEMP
。・
F
・』－

H
S串（
H宰
6
・害－

MEIN印
ω・
を
参
照
。
』
・
国
・

E
W
R
E
E可
邑
居
住
S
H
O
E
Z函
F
U芭

臣師
Hoq・（回
ZRR4『

O
R
E－
N
E
E－
H理
由
）
・
司
・
宮
町
・
小
山
貞
夫
訳
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
制
史
概
説
』
（
創
文
社
、
一
九
七
五
年
）
三
九
八
頁

（
以
下
宮
g
E
a
oロ）。
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鉄道事故とネグリジェンス責任の形成

（
却
）
岳
町
宮
ロ

4・
E
百
件
。
ロ
（

H
a由
）
仏
国
ロ
司
－
M

凶
器
・
器
開
・
河
－

H
S・

（
印
）
旨

H
S
4・国

gaロ
（
見
当
）
N

何
者
自
ω・
見
。
開
・
同
・
主
印
・

（
日
）
円
U
E由民叩
4・
の
民
自
国
（

H
g
S
N
P担問】・這
L
S
開・同－

Hog・

（
回
）
の
円
。
宮

4・4
『白同開同町
2
8
（
H∞
N印）
ω包
括
－

U
H
P
E
O
開
・
戸
田
町
・

（
回
）
車
線
か
ら
は
み
出
し
た
こ
と
が
、
御
者
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
な
の
か
、
そ
れ
と
も
不
可
避
の
事
故
だ
っ
た
の
か
確
定
す
る
よ
う
説
示
す

べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
事
故
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
被
告
は
責
任
を
関
わ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

（
臼
）
河
内
諸
島
町
邑
4
・富島曲目角田一阜、・（
5
0
3
N
P
∞－

B
N・
に
お
け
る
ブ
ラ
ッ
ク
パ

1
ン
裁
判
官
の
発
言
。

（
回
）
河
・
4
『－

F血圧－
E者
自
品
開
ロ
同
医
師
F
E
Z凶可。
e
E
r
s冨
白
山
∞
討
（
門
医
R
P
H由也事）ゐ－
M

∞印・

（
回
）
関

g
E・
8
－a
f
司－
M

∞0
・

（町〉

u
g
a
a
4・
ωSFHV
（
H
g
g
H
n曲目唱－
H
R
見
。
開
・
同
・
由
岡
山
・

（
回
）
』
8
8
4・開。『
nm
（
H自由）

H
ω
E
F
S自
L
2
F
－w
官。・

（
印
）
寄
与
過
失
（

gロ
E
E
S司
回
目
岡
田
岡
g
n
m
自
分
の
損
害
に
寄
与
し
た
被
害
者
自
身
の
過
失
）
が
あ
り
、
加
害
者
の
過
失
だ
け
に
事
故
発

生
の
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
賠
償
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
伝
統
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
l
学
説
で
あ
っ
た
が
、
本
件

と
同
様
の
状
況
下
で
は
、
寄
与
過
失
は
認
定
さ
れ
な
い
。
戸
即
日
－
R
h
w
』・冨
s
f
ω
5
2
8
3
E
H
S
V－
E
・
（
回
国
一
言
ヨ
S
F
H
S
S・

問者－

N∞
HIN巴
・
寄
与
過
失
に
関
す
る
邦
語
文
献
は
多
数
存
在
す
る
が
、
因
果
関
係
と
の
関
係
で
は
、
水
野
謙
『
因
果
関
係
概
念
の
意
義
と
限

界
』
（
有
斐
閣
、
二

O
O
O年
）
四
五
1
五
七
頁
が
参
考
に
な
る
。

（
印
）
同
庄
内
回
開
聞

4・
寸
官
。
白
出
血
』
E
a
oロ
E
・・（

H
g∞）
ω冨－
h
w
d『・

N怠－
H印
。
開
・
同
・
ロ
ω串・

（
剖
）
訴
答
不
十
分
の
抗
弁
と
は
、
相
手
側
の
答
弁
ミ
ス
を
問
題
に
す
る
抗
弁
方
法
で
あ
る
。
溝
口
町
邑
品

g
E
R
（
相
手
方
の
答
弁
で
主
張

さ
れ
た
事
実
が
真
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
法
律
上
相
手
方
の
主
張
は
成
立
し
な
い
と
主
張
）
と
凹

E同

Z
S
E
R
（
相
手
方
が
答
弁
方

式
の
ル
i
ル
を
守
っ
て
い
な
い
と
主
張
）
が
あ
り
、
本
件
で
は
後
者
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
前
者
は
項
目
回
目
R
Z
R
O
S
4・4
『
弘
事
件
事
件

判
決
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
判
決
の
核
心
部
分
の
議
論
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
っ
て
る
。
拙
稿
「
契
約
当
事
者
関
係
の
誤
謬
に
お
け
る
市
場

社
会
の
法
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
『
阪
大
法
学
』
第
四
八
巻
第
三
号
七
五
四
1
七
五
五
、
七
六
九
頁
参
照
。

（
位
）
切
言

a
a
t－－
S
司
何
回
宮
町
（

H
g
e
口
開
曲
師

20・
5
開・同－

sa・
公
道
の
障
害
物
の
た
め
に
落
馬
し
た
と
い
う
事
例
。
寄
与
過
失
概
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念
の
リ
l
デ
ィ
ン
グ
・
ヶ
l
ス
で
あ
る
。
ち
な
み
に
パ

l
ク
裁
判
官
に
つ
い
て
、

ω町
当
・
出

o－身者。ュ
Y
〉
呂
田
同
o
q
o同開同漏出回目ニ
ha

〈
国

（阿

b
a
s－
凶
器
印
）
・
唱
－
お
叶
ム
∞
＠
・
を
参
照
。

（閃）

P
G
5
4・
FOEshw
国弘
m
Z
E
E－（
HEH）印
0
・
回
・
叶
戸
口
事
例
－

MN－
Hお
H・

（
倒
）
被
告
鉄
道
会
社
の
設
立
法
規
の
中
に
、
鉄
道
業
務
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
の
訴
訟
を
提
起
す
る
際
に
は
事
前
の
通
知
な
く
行
っ
て
は

な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
を
被
告
側
は
争
っ
た
。
草
色
－

L
B
U－
a
J
E旨
R
4・
3
冊。
B
2
s
a
g
a－（
H自
由
）
串
冨
・
待
費

認申・

5
0
開・同－

HOE－
（
馬
の
運
送
の
事
例
）
デ
ン
マ
ン
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
出
向
】
匡
凹
4
8
5・
8
・
a
f
苫・

ω
8
，s
m・
を
参
照
。
な
お
、

過
失
推
定
則
に
つ
い
て
は
、
回
目
－

Rhw
冨ロ

H
Z可・
8
・
a
f
宅－

NgENS－
を
参
照
。

（邸）

ω町
4
『・回
g
n
E
S
F
n
o
g
g
g官
5
8
3拍
E
4
2同
開
昌
吉
田

P
〈
o－
・
自
信
R
S
E
E
E
E呂
町

MF
同事－

H也叫∞）ら・
ω。
N・
プ
ラ

ッ
ク
ス
ト
ン
は
訴
訟
方
式
を
対
物
（
同
色

E
5
H）
、
対
人
、
混
合
（
B
W一色

ae己
の
三
つ
に
分
類
す
る
。
対
物
訴
訟
は
不
動
産
に
関
す

る
訴
訟
で
あ
り
、
混
合
訴
訟
は
、
対
人
と
対
物
の
両
方
の
性
質
を
共
有
す
る
訴
訟
で
あ
る
。

（
印
）
回
同
宮
崎

4・
F
P
S
（
H
g
S
H
の
宮
司
－

Sω
－
H
S
開－

m－
HSω
・
こ
の
原
則
自
体
は
後
に
〉
－
島
国

E
－q
p呂
田
』
悶

g
ロ禽師

4・
g
・
〉
ヨ
邑
nm

（同由同叶）〉－

n・
ω∞
・
で
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。

（
町
）
事
故
被
害
者
に
対
す
る
補
償
の
手
段
と
し
て
、
当
時
用
い
ら
れ
て
い
た
の
が
蹟
罪
物

S
g
e昆
）
制
度
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
検
屍

陪
審

g
gロ
R
6
宮
司
）
が
教
区
内
で
人
の
死
を
招
い
た
対
象
物
に
値
を
付
け
、
そ
の
額
分
を
被
害
者
の
遺
族
に
分
配
す
る
制
度
で
あ
っ
た
。

一
八
世
紀
末
ま
で
さ
ほ
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
鉄
道
事
故
死
の
増
大
に
よ
り
再
び
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
問
。
同
区
二
週
－

S
－h
－N
∞
∞
・
鉄
道
会
社
は
こ
の
制
度
を
嫌
が
り
、
ま
た
補
償
制
度
と
し
て
も
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
後
述
す
る
一
八
四
六
年
致
命
的
事
故

法
と
同
時
に
廃
止
さ
れ
た
。

np
国・

ω邑巳
r司同
O
B
U
g品目島田
S
U
8
2同世
g
a－M
〉
自
色

g回』
O高
邑

O同
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目
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宮
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